
淸
代
徐
州
に
お
け
る
�
字
獄
と
禁
書
再
刊

︱
︱
『
白
耷
山
人
集
﹄
を
中
心
に
︱
︱

尹

敏

志

は
じ
め
に

第
一
違

閻
氏
�
字
獄
始
末

第
一
�

閻
爾
梅
と
山
東
大
�
案

第
二
�

閻
大
鏞
と
乾
隆
�
字
獄

第
三
�

淸
初
閻
爾
梅
集
家
刻
本
の
一
考
察

第
二
違

淸
末
に
お
け
る
閻
爾
梅
著
作
の
再
刊

第
一
�

金
陵
書
局
か
ら
雲
龍
書
院
へ

第
二
�

『徐
州
詩
徵
﹄
か
ら
﹃
徐
州
二
�
民
集
﹄
へ

第
三
�

光
緖
再
刊
本
の
性
格
と

價

お
わ
り
に
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は
じ
め
に

中
國
の
歷
�
に
禁
書
は
珍
し
く
な
い
が
︑
淸
代
が
�
も
嚴
し
く
︑
�
字
獄
が
頻
發
し
た
と
さ
れ
て
い
る
︒
梁
�
超
・
錢
穆
・
蕭
一
山
ら
は
︑

�
字
獄
の
巨
大
な
壓
力
が
學
者
た
ち
を
考
證
に
沒
頭
さ
せ
︑
そ
の
結
果
﹁
漢
學
﹂
あ
る
い
は
﹁
樸
學
﹂
が
盛
ん
に
な
っ
た
と
す
る(1

)
︒
湯
淺
幸
孫

は
順
治
の
初
め
か
ら
乾
隆
の
末
に
か
け
て
し
ば
し
ば
�
字
獄
が
�
こ
り
︑
犯
す
者
は
戮
夷
さ
れ
︑
重
謫
さ
れ
︑
家
族
に
も
殘
�
な
𠛬
罰
が
行
わ

れ
た
と
し
て
い
る(2

)
︒
岡
本
さ
え
は
︑
偶
發
�
な
�
字
獄
よ
り
禁
書
の
ほ
う
が
は
る
か
に
長
�
�
︑
系
瓜
�
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る(3

)
︒

一
方
︑
こ
う
し
た
見
方
を
疑
う
硏
究
者
も
い
る
︒
井
上
�
は
︑
順
治
よ
り
乾
隆
初
年
に
至
る
閒
の
�
字
獄
の
多
く
は
反
淸
�
態
度
が
問
題
と

な
っ
た
も
の
で
あ
り
︑
む
し
ろ
﹁
�
案
﹂
と
呼
ぶ
の
が
正
し
い
と
す
る(4

)
︒
趙
志
毅
も
︑﹁
�
字
獄
﹂
と
は
民
國
人
が
類
似
し
た
案
件
を
集
め
て

歸
�
�
に
言
っ
た
も
の
で
︑
純
粹
に
�
字
の
た
め
に
罪
を
招
い
た
の
は
三
十
九
パ
ー
セ
ン
ト
に
�
ぎ
な
い
と
指
摘
す
る(

5
)

︒

淸
代
の
禁
書
政
策
の
時
�
�
推
移
も
硏
究
者
の
關
心
を
集
め
て
き
た
︒
L
・
C
・
グ
ッ
ド
リ
ッ
チ
は
康
熙
末
�
か
ら
�
字
獄
と
禁
書
が
は
じ

ま
り
︑
乾
隆
時
代
に
 
盛
と
な
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る(6

)
︒
丁
原
基
は
康
熙
・
雍
正
・
乾
隆
の
!
勢
を
ひ
と
し
な
み
に
論
じ
る
傾
向
を
批
"
し
て
︑

三
#
に
お
け
る
禁
書
の
性
格
を
區
別
し
︑
乾
隆
�
に
い
た
っ
て
�
も
苛
�
と
な
っ
た
と
す
る(

7
)

︒
郭
成
康
・
林
鐵
鈞
の
瓜
計
に
よ
れ
ば
︑
康
熙
・

雍
正
・
乾
隆
�
に
は
そ
れ
ぞ
れ
十
件
未
滿
︑
二
十
件
%
度
︑
百
三
十
件
以
上
の
�
字
獄
が
發
生
し
た(

8
)

︒
潘
承
玉
は
康
煕
十
七
年

(一
六
七
八
)

か
ら
同
四
十
九
年
に
か
け
て
�
字
獄
は
發
生
せ
ず
︑
順
治
以
影
の
四
#
に
お
い
て
書
籍
政
策
が
�
も
&
や
か
だ
っ
た
と
す
る(9

)
︒
い
ず
れ
も
乾
隆

�
の
禁
書
が
嚴
し
い
と
い
う
點
で
は
共
'
し
て
い
る
︒

し
か
し
︑
乾
隆
�
と
い
っ
て
も
︑
一
括
り
に
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
︒
早
く
に
杉
村
勇
(
は
︑
乾
隆
の
禁
書
は
江
蘇
・
浙
江
・
安
þ
・
江

西
省
等
�
)
の
中
心
地
で
嚴
し
く
︑
他
の
地
方
こ
と
に
北
方
諸
省
で
は
&
や
か
で
あ
る
と
営
べ
た(10

)
︒
R
・
K
・
ガ
イ
・
黃
愛
,
・
吳
哲
夫
・
黃

裳
ら
は
︑
乾
隆
三
十
九
年

(一
七
七
四
)
﹃
四
庫
 
書
﹄
の
.
纂
開
始
か
ら
禁
書
政
策
が
擴
が
っ
て
い
っ
た
と
す
る(11

)
︒

乾
隆
よ
り
後
の
時
代
に
つ
い
て
︑
劉
乾
は
嘉
慶
中
�
に
禁
書
が
再
刊
さ
れ
は
じ
め
︑
/
光
#
に
至
る
と
刊
行
が
大
規
模
に
な
っ
た
と
指
摘
し(12

)
︑
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松
村
昂
は
禁
書
が
事
實
上
一
八
五
〇
年
ご
ろ
に
解
0
さ
れ
た
と
1
張
す
る(13

)
︒
謝
國
楨
・
L
・
A
・
ス
ト
ル
ー
ヴ
は
再
刊
禁
書
の
一
部
に
つ
い
て

書
誌
�
硏
究
を
行
い(14

)
︑
李
爽
は
同
治
�
の
漢
族
官
員
の
擡
頭
と
﹃
錢
3
杜
詩
﹄
再
刊
の
關
係
を
示
し(15

)
︑
王
鋭
森
は
/
光
・
咸
豐
�
以
影
の
禁
書

再
刊
の
硏
究
を
4
に
�
め
た(16

)
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
先
行
硏
究
が
5
っ
て
い
る
�
料
は
ほ
ぼ
政
府
側
の
も
の
に
限
ら
れ
る
か
︑
書
誌
學
の
枠
を
超

え
て
お
ら
ず
︑
禁
書
政
策
と
地
方
社
會
と
の
關
係
︑
と
く
に
�
字
獄
を
被
っ
た
家
族
に
つ
い
て
の
7
視
�
硏
究
は
少
な
い(

17
)

︒

本
稿
で
は
家
族
側
の
記
錄
が
豐
富
な
徐
州
閻
氏
を
取
り
上
げ
て
︑
ま
ず
�
字
獄
を
論
じ
︑
そ
の
對
象
と
な
っ
た
詩
�
集
の
刊
刻
に
つ
い
て
営

べ

(第
一
違
)
︑
つ
い
で
�
集
の
再
刊
と
そ
の
背
景
を
檢
討
す
る
こ
と
で

(第
二
違
)
︑
從
來
江
南
に
集
中
し
て
い
た
淸
代
禁
書
硏
究
に
怨
し
い

局
面
を
切
り
拓
き
た
い
︒
徐
州
は
中
國
の
南
北
の
:
差
點
に
位
置
し
︑
淸
末
に
は
大
き
な
社
會
變
動
に
見
舞
わ
れ
︑
そ
れ
が
禁
書
再
刊
に
も
影

;
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

閻
爾
梅
︑
字
は
用
卿
︑
號
は
古
古
・
白
耷
山
人
で
あ
り
︑
萬
曆
三
十
一
年

(一
六
〇
三
)
沛
縣
に
生
ま
れ
︑
崇
禎
年
閒
に
擧
人
と
な
り
︑
復

社
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た(18

)
︒
崇
禎
?
の
死
後
に
成
立
し
た
弘
光
政
權
下
に
あ
っ
て
當
時
揚
州
に
い
た
�
可
法
に
對
し
て
︑
閻
爾
梅
は
山
東
・
河

南
に
�
出
す
る
こ
と
を
何
度
も
�
言
し
た
が
︑
@
用
さ
れ
な
か
っ
た
︒
つ
い
で
�
の
幕
府
を
去
り
︑
義
勇
兵
を
募
っ
て
淸
軍
へ
の
抵
抗
を
續
け

た
︒
南
京
が
打
ち
破
ら
れ
た
後
︑
髮
を
剃
っ
て
自
ら
﹁
蹈
東
和
尙
﹂
と
稱
し
た
︒
そ
の
後
︑
彼
は
淸
政
府
轉
B
を
劃
策
し
た
た
め
に
捕
ら
え
ら

れ
た
が
︑
脫
獄
し
て
十
年
閒
の
D
E
生
活
を
F
っ
た
︒
晚
年
に
沛
縣
に
歸
り
︑
康
熙
十
八
年

(
一
六
七
九
)
に
死
去
し
た(19

)
︒

『白
耷
山
人
詩
集
﹄﹃
白
耷
山
人
�
集
﹄
を
含
む
﹃
白
耷
山
人
集
﹄
は
現
存
す
る
も
の
の
︑
H
除
と
燬
版
を
經
て
︑
原
刻
本
は
稀
少
で
あ
る
︒

淸
末
に
は
魯
一
同(20

)
︑
民
國
初
年
に
は
張
相
�(21

)
・
楊
鍾
羲(22

)
等
が
閻
爾
梅
の
�
�
を
探
し
︑
事
跡
を
考
察
し
た
が
︑
未
解
I
の
部
分
が
多
く
殘
さ
れ

て
い
る
︒
J
年
の
閻
爾
梅
硏
究
は
︑
彼
の
�
學
�

價
や
詩
�
集
の
版
本
や
:
游
な
ど
各
方
面
に
K
ん
で
い
る
が(23

)
︑
乾
隆
�
字
獄
當
時
の
閻
氏

一
族
に
3
目
し
た
硏
究
や
光
緖
再
刊
本
に
つ
い
て
の
硏
究
は
存
在
し
な
い
︒

閻
爾
梅
の
子
孫
は
代
々
﹃
閻
氏
族
�
﹄
寫
本
一
册
を
傳
存
し
て
き
た
︒
二
〇
一
〇
年
︑
十
九
世
孫
で
あ
る
閻
烺
燦
氏
の
家
で
﹃
世
系
�
﹄
一

册
と
﹃
里
居
�
﹄
一
册
の
寫
本
が
發
見
さ
れ
た(24

)
︒
以
上
の
三
册
は
十
八
世
孫
で
あ
る
閻
强
氏
が
保
管
し
て
お
り
︑
公
表
さ
れ
て
い
な
い
︒
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二
〇
一
九
年
二
M
︑
筆
者
は
現
地
N
査
を
行
っ
た
︒﹃
閻
氏
族
�
﹄
に
は
I
の
弘
治
か
ら
淸
の
同
治
年
閒
に
か
け
て
の
人
名
・
親
族
關
係
K

び
鯵
略
な
傳
記
が
含
ま
れ
︑
表
紙
に
は
書
名
の
ほ
か
に
︑
續
修
の
時
�
(﹁
/
光
乙
酉
︑
同
治
三
年
﹂)
が
記
さ
れ
︑
さ
ら
に
﹁
二
〇
〇
六
冬
釘
補
︑

.
目
︑
.
頁
︒
烺
燦
﹂
と
あ
る
︒﹃
世
系
�
﹄﹃
里
居
�
﹄
は
す
で
に
改
裝
さ
れ
︑
表
紙
に
は
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
︒﹃
世
系
�
﹄
は

(1
)

﹁
世
系
�
｣
︱
閻
爾
梅
の
祖
父
R
︑
父
思
訥
︑
爾
梅
・
爾
羹
・
爾
鼎
の
三
兄
弟
︑
爾
梅
の
子
の
炅
・
焸
︑
焸
の
子
の
圻
の
傳
記
︑
(2
)﹁
閨
範

�
｣︱
以
上
の
男
性
の
	
偶
者
の
傳
記
で
あ
る
︒﹃
里
居
�
﹄
は
︑
(1
)﹁
里
居
�
｣︱
閻
爾
梅
と
友
人
の
T
來
書
鯵
︑
(2
)﹁
墳
墓
�
｣︱
閻
氏

の
墳
墓
位
置
・
墓
誌
銘
と
親
友
の
U
悼
�
︑
(3
)﹁
訓
言
�
｣︱
閻
爾
梅
が
子
に
與
え
た
手
紙
と
語
錄
︑
(4
)﹁
未
刻
�
目
｣︱
閻
爾
梅
父
子
の

未
刊
稿
目
錄
︑
(5
)﹁
�
學
・
孝
太
學
訓
言
｣︱
閻
炅
・
焸
の
語
錄
︑
(6
)
閻
大
鏞
案
の
記
錄
か
ら
成
る
︒
三
册
の
寫
本
の
字
體
は
同
じ
で
な

く
︑﹃
里
居
�
﹄
の

(1
)～
(5
)
と

(6
)
と
の
あ
い
だ
で
も
字
體
が
顯
著
に
衣
な
っ
て
お
り
︑
(6
)
の
末
に
﹁
咸
豐
壬
子
秋
八
M
Õ
日
俊

三
焯
Ø
﹂
と
署
名
さ
れ
て
い
る
︒
閻
焯
貞
は
閻
爾
梅
の
子
孫
︑
字
は
俊
三
︑
諸
生
で
あ
っ
た(25

)
︒
(6
)
は
別
と
し
て
︑﹃
世
系
�
﹄﹃
里
居
�
﹄

の
成
立
年
代
は
確
定
で
き
な
い
が
︑
內
容
の
下
限
は
康
煕
時
代
で
あ
る
︒

民
國
初
年
︑
張
相
�
が
﹃
閻
古
古
 
集
﹄
を
.
集
し
た
時
︑
閻
漢
亭
か
ら
家
藏
の
﹃
�
集
﹄・﹃
詩
集
﹄
と
﹁
家
乘
一
帙
﹂
を
F
ら
れ
た(26

)
︒

﹃
世
系
�
﹄
に
收
錄
さ
れ
る
閻
圻
﹁
四
世
�
�
白
耷
山
人
傳
﹂
と
同
題
の
�
違
が
﹃
閻
古
古
 
集
﹄
卷
一
の
附
傳
と
し
て
あ
る
が
︑
兩
者
を
照

合
し
た
と
こ
ろ
︑
X
者
の
�
字
が
わ
ず
か
に
多
い
も
の
の
︑
內
容
は
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
い
る
︒﹁
家
乘
一
帙
﹂
は
︑
三
册
の
淸
寫
本
を
指
し

て
い
る
可
能
性
が
あ
る
︒
だ
が
︑
張
氏
は
こ
れ
を
﹃
白
耷
山
人
年
�
﹄
の
.
纂
に
し
か
5
っ
て
お
ら
ず
︑
現
在
の
硏
究
者
の
な
か
で
も
薛
以
洩

が
﹁
四
世
�
�
白
耷
山
人
傳
﹂
の
﹁
山
人
,
生
以
詩
名
︑
其
爲
詩
凡
數
變
︑
成
集
者
亦
非
一
種
︒
初
刻
﹃
江
上
草
﹄
⁝
(中
略
)⁝
七
刻
﹃
蹈
東

居
詩
﹄﹂
と
い
う
字
句
を
5
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る(27

)
︒

本
稿
は
﹃
閻
氏
族
�
﹄﹃
世
系
�
﹄﹃
里
居
�
﹄
を
總
合
�
に
活
用
し
︑
檔
案
・
淸
實
錄
・
地
方
志
・
淸
人
別
集
な
ど
の
�
料
と
相
互
に
對
照

し
て
︑﹃
白
耷
山
人
集
﹄
の
初
刊
本
と
後
刊
本
と
の
關
係
︑
禁
書
と
な
っ
た
經
雲
︑
そ
し
て
再
刊
の
�
%
を
考
察
す
る
︒
ま
た
︑
徐
州
の
地
方

社
會
の
變
�
を
み
る
こ
と
で
︑
再
刊
本
の
持
つ
Y
味
に
つ
い
て
も
檢
討
す
る
︒
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第
一
違

閻
氏
�
字
獄
始
末

順
治
K
び
乾
隆
年
閒
に
︑
閻
氏
は
そ
れ
ぞ
れ
閻
爾
梅
・
大
鏞
の
�
字
獄
の
た
め
に
災
難
に
[
っ
た
︒
爾
梅
の
�
字
獄
に
つ
い
て
は
︑
政
府
側

の
記
錄
と
し
て
檔
案
一
點
が
殘
る
ほ
か
に
は
︑
同
時
代
人
の
詩
�
に
鯵
略(28

)
あ
る
い
は
Õ
澁(29

)
な
字
句
が
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
︒
一
方
︑
大
鏞
の

事
件
は
檔
案
や
實
錄
な
ど
に
記
錄
が
殘
さ
れ
た
が
︑
事
件
の
 
貌
を
窺
う
こ
と
は
で
き
な
い
︒
本
違
は
X
営
の
寫
本
の
記
錄
を
も
と
に
し
て
兩

事
件
の
始
末
を
整
理
す
る
と
と
も
に
︑
現
存
す
る
﹃
白
耷
山
人
集
﹄
の
版
本
系
瓜
や
液
布
・
保
存
の
狀
況
を
檢
討
す
る
︒

第
一
�

閻
爾
梅
と
山
東
大
�
案

順
治
八
年

(一
六
五
一
)
閻
爾
梅
は
北
京
へ
行
き
︑
眞
空
寺
に
滯
在
し
た
︒
そ
の
閒
の
彼
の
行
跡
が
わ
か
ら
な
い
の
で
︑
反
淸
]
動
の
!
報

を
集
め
て
い
た
と
指
摘
す
る
硏
究
者
も
い
る(30

)
︒
^
年
︑
閻
は
捕
ら
え
ら
れ
︑
濟
南
の
獄
に
入
れ
ら
れ
た
が
︑
三
年
後
に
脫
獄
に
成
功
し
た
︒
こ

の
事
件
は
同
時
代
の
詩
�
に
し
ば
し
ば
言
K
さ
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
龔
鼎
孳
は
﹁
家
を
破
る
も
仍
お
張
儉
に
歸お

く

る
べ
し
︑
禮
無
け
れ
ば
眞
に

當
に
晏
嬰
を
責
む
べ
し
﹂
と
言
い(31

)
︑
袁
佑
は
﹁
張
儉
家
b
り
な
お
客
を
作
し
︑
管
寧
席
を
分
か
ち
て
已
に
鄰
無
し
﹂
と
言
い(32

)
︑
d
景
星
は
﹁
何

顒
f
說
し
て
眞
に
名
士
な
り
︑
張
儉
h
に
i
り
て
豈
に
逸
民
な
ら
ん
や(33

)
︒﹂
と
言
っ
た
︒
張
儉
は
東
漢
の
﹁
黨
錮
の
禁
﹂
で
b
名
な
人
物
で
あ

り
︑
E
命
後
に
﹁
其
の
經
歷
せ
し
k
︑
重
誅
に
伏
す
る
者
は
十
を
以
て
數
え
︑
宗
親
幷
び
に
皆
殄
滅
せ
ら
れ
﹂
て
い
る(

34
)

︒
三
人
が
い
ず
れ
も
閻

爾
梅
を
張
儉
に
た
と
え
て
い
る
の
は
︑
大
�
事
件
に
卷
き
l
ま
れ
た
人
々
が
多
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
︑
そ
こ
に
は
彼
を
咎
め
る
ニ
ュ
ア

ン
ス
も
含
ま
れ
て
い
た
︒

檔
案
は
こ
の
事
件
の
斷
片
の
み
を
記
錄
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
順
治
十
三
年

(一
六
五
六
)
一
M
に
︑
漕
]
總
督
蔡
士
英
は
各
地
の
舊
案
を

N
査
す
る
中
で
︑
m
の
よ
う
に
営
べ
て
い
る
︒

一
件
︑
直
省
總
督
馬
光
輝
︑
沛
縣
擧
人
閻
爾
梅
を
題
參
し
︑
九
年
十
一
M
內
に
於
い
て
漕
]
總
督
に
咨
行
し
て
催
�
す
る
こ
と
三
m
︑
直
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省
總
督
・
山
東
n
撫
に
催
�
す
る
こ
と
七
m
︑
等
因
︒
臣
査
す
る
に
此
の
案
︑
順
治
九
年
七
M
に
於
い
て
︑
直
省
總
督
馬
光
輝
の
咨
を
准

く
る
に
︑
沛
縣
擧
人
閻
爾
梅
竝
び
に
窩
o
人
魏
君
重
等
を
拿
せ
ん
と
す
︒
隨
い
て
該
X
總
漕
臣
沈
�
奎
官
を
差
し
て
徐
に
赴
か
し
め
︑
淮

徐
/
張
斌
竝
び
に
徐
營
副
將
陳
一
貫
に
著
し
て
協
力
し
て
閻
爾
梅
等
犯
を
將
て
拿
獲
せ
し
む
︒
隨
い
て
淮
徐
/
八
M
十
二
日
に
於
い
て
直

省
に
解
赴
す
る
を
經
て
︑
總
督
收
審
し
︑
具
駅
題
參
す
︒
旨
を
奉
ず
る
に
﹁
督
・
撫
・
按
に
著
し
て
嚴
究
し
て
擬
罪
せ
し
め
よ
﹂
と
あ
り
︒

十
二
M
に
於
い
て
該
𠛬
部
咨
を
備
え
て
臣
に
到
る
︒
臣
︑
閻
爾
梅
等
p
�
に
關
系
し
長
q
T
r
に
s
な
ら
ざ
る
を
以
て
︑
且
ら
く
先
に
彼

に
解
し
審
究
題
參
を
經
れ
ば
︑
自
ず
か
ら
應
に
仍
り
て
彼
の
處
に
在
り
て
囘
奏
し
て
結
案
す
べ
し
︒
當
卽
に
緣
由
を
備
載
し
︑
直
省
總
督

に
移
咨
し
訖
る
︒
X
冬
印
た
部
咨
を
准
け
て
催
を
行
い
︑
旋
い
で
ま
た
直
省
總
督
に
咨
催
し
て
囘
奏
せ
し
め
訖
る
︒
今
十
二
年
九
M
の
內
︑

復
た
該
督
の
咨
を
准
く
る
に
開
す
ら
く
︑
閻
爾
梅

濟
南
府
推
官
詹
謹
之
の
D
を
縱
す
と
こ
ろ
と
爲
る
︑
と
︒
印
該
督
の
題
參
を
經
て
案

に
在
り
︒
應
に
仍
り
て
彼
處
の
緝
結
を
聽
す
べ
し
︒
臣
固
よ
り
再
問
を
容
る
る
無
し(35

)
︒

こ
の
記
錄
か
ら
︑
こ
の
時
閻
爾
梅
は
依
然
と
し
て
E
命
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
た
だ
︑
い
ぶ
か
し
い
の
は
︑
漕
]
總
督
・
淮
徐
/
按
察

5
僉
事
な
ど
の
官
員
が
協
力
し
て
捕
ら
え
た
重
大
犯
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
推
官
詹
謹
之
が
敢
え
て
彼
を
D
が
し
た
こ
と
で
あ
る
︒

こ
の
疑
問
に
つ
い
て
は
魯
一
同
が
す
で
に
初
步
�
な
整
理
を
行
っ
て
い
る
が
︑
詹
の
動
機
や
閻
と
の
個
人
�
關
係
に
は
言
K
し
て
い
な
い(36

)
︒

と
こ
ろ
が
︑﹁
四
世
�
�
白
耷
山
人
傳
﹂
を
見
る
と
︑
よ
り
詳
し
い
事
!
が
"
I
す
る
︒
閻
爾
梅
は
順
治
九
年

(一
六
五
二
)
に
沛
縣
で
捕
ま
っ

た
後
︑
護
F
さ
れ
て
北
に
行
き
︑
ま
ず
大
名
府
の
獄
に
入
れ
ら
れ
︑
つ
い
で
濟
南
の
獄
に
移
さ
れ
た
︒
そ
し
て
︑

濟
南
司
李
詹
は
之
を
禁
ぜ
ず
︑
出
入
悉
く
山
人
に
聽
す
︒
是
を
以
て
趵
突

(泉
)
・
華
不

(3
山
)
の
閒
に
f
目
す
る
を
得
る
こ
と
︑
一
M

に
凡
そ
再
三
な
り
︒
百
日
許
り
し
て
暫
く
i
る
︒
印
た
至
れ
ば
則
ち
司
李
に
促
し
て
勘
問
せ
し
む
⁝
(中
略
)⁝
司
李
久
し
く
勘
せ
ず
︑
山

人
再
び
i
る
︒
凡
そ
三
r
に
し
て
︑
山
人
z
に
至
ら
ず
︒

と
記
さ
れ
る(37

)
﹁
司
李
詹
﹂
が
詹
謹
之
で
あ
る
こ
と
は
閒
{
い
な
い
︒
詹
氏
︑
字
は
仲
庸
︑
黃
岡
の
人
で
あ
り
︑
崇
禎
年
閒
に
擧
人
と
な
り
︑
復

社
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
︒
復
社
は
I
末
に
﹁
小
東
林
﹂
と
呼
ば
れ
︑
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
多
く
が
反
淸
]
動
に
參
加
し
た(

38
)

︒
閻
爾
梅
も
そ
の
メ
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ン
バ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
詹
氏
が
昔
の
誼
で
閻
の
s
宜
を
圖
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒
し
か
し
︑
順
治
十
二
年

(一
六
五
五
)
に
︑

詹
が
閻
に
濟
南
に
歸
る
よ
う
知
ら
せ
た
の
に
︑
閻
爾
梅
は
戾
っ
て
こ
な
か
っ
た
︒
詹
は
初
め
閻
の
D
E
を
信
じ
ず
︑
必
ず
濟
南
獄
に
戾
る
と
考

え
て
い
た
が
︑
結
局
戾
ら
ず
︑
詹
が
や
む
な
く
徐
州
の
官
員
に
}
捕
令
を
下
し
た
時
に
は
閻
は
す
で
に
彼
の
先
人
の
塚
を
,
ら
に
し
て
河
南
に

D
げ
て
し
ま
っ
て
い
た(39

)
︒
こ
れ
を
見
れ
ば
︑
詹
謹
之
が
閻
爾
梅
を
D
が
し
た
と
い
う
よ
り
も
︑
む
し
ろ
閻
が
詹
の
信
賴
を
裏
切
っ
た
と
言
っ
た

方
が
正
し
い
︒﹃
復
社
姓
氏
傳
略
﹄
に
は
︑
詹
は
病
氣
の
た
め
に
歸
h
し
た
と
す
る
が(

40
)

︑
お
そ
ら
く
事
件
の
責
任
を
問
わ
れ
て
職
を
失
っ
た
の

だ
ろ
う
︒

閻
爾
梅
が
D
げ
る
X
に
︑
妻
の
張
氏
と
妾
は
首
を
吊
っ
て
自
死
し
た
︒
閻
爾
梅
は
長
子
閻
炅
を
淮
安
の
友
人
に
託
し
て
か
ら
︑
八
歲
の
m
子

閻
焸
を
連
れ
︑
}
捕
さ
れ
る
直
X
に
�
い
で
沛
縣
に
去
り
︑
河
南
の
�
城
縣
の
友
人
に
焸
を
託
し
た
︒
閻
焸
は
^
年
夏
邑
・
杞
縣
等
の
地
を

轉
々
と
し
て
許
州
で
閻
爾
梅
と
再
會
し
た
後
︑
ま
た
一
人
で
臨
潁
に
D
げ
︑
順
治
十
三
年

(一
六
五
六
)
兄
の
閻
炅
と
再
會
し
た
︒
兄
弟
は
師

弟
關
係
を
裝
っ
た
︒
や
が
て
人
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
も
の
の
︑
河
南
人
に
庇
護
さ
れ
て
難
を
免
れ
た
︒
康
煕
二
年

(一
六
六
三
)
大
�
案

の
緊
張
が
漸
や
く
&
み
︑
閻
爾
梅
と
閻
焸
は
沛
縣
に
歸
っ
た
が
︑
閒
も
な
く
仇
家
か
ら
吿
發
さ
れ
︑
再
び
D
げ
た(41

)
︒
康
熙
四
年

(一
六
六
五
)

九
M
︑
父
子
は
密
か
に
北
京
に
行
っ
て
︑
𠛬
部
尙
書
の
龔
鼎
孳
に
助
力
を
依
賴
し
た
︒
龔
は
閻
爾
梅
の
年
齡
を
七
十
三
歲
と
僞
り

(
實
は
六
十

三
歲
)
︑
高
齡
ゆ
え
に
�
恕
さ
れ
た
い
と
陳
!
し
︑
同
年
十
二
M
に
大
�
案
は
�
わ
っ
た(42

)
︒

閻
爾
梅
は
^
年
歸
h
す
る
と
︑
今
度
は
西
北
に
向
い
︑
太
原
で
�
民
の
傅
山
と
會
っ
た
︒
つ
い
で
東
南
に
向
お
う
と
し
た
が
︑
三
藩
の
亂
の

た
め
に
叶
わ
ず
︑
康
煕
十
八
年

(一
六
七
九
)
h
里
で
死
去
し
た(43

)
︒
し
か
し
︑
彼
の
子
ら
は
い
つ
ま
た
事
件
が
蒸
し
r
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か

と
常
に
心
	
し
て
い
た
︒
閻
炅
は
晚
年
に
性
格
が
�
屈
と
な
り
︑
し
ば
し
ば
酒
に
醉
っ
て
自
暴
自
棄
に
な
り
︑
壯
年
に
し
て
死
去
し
た(44

)
︒
閻
焸

は
そ
の
後
國
子
監
に
入
っ
た
が
︑
科
擧
に
應
じ
る
こ
と
な
く
︑
康
熙
三
十
一
年

(
一
六
九
二
)
に
死
去
し
た(45

)
︒

閻
爾
梅
父
子
は
�
民
と
し
て
生
を
 
う
し
た
が
︑
閻
爾
梅
が
龔
鼎
孳
・
魏
裔
介
な
ど
淸
#
の
官
員
と
親
し
く
︑
閻
焸
が
國
子
監
に
入
學
し
て

い
る
こ
と
に
3
Y
す
る
必
�
が
あ
る
︒
閻
焸
の
死
後
︑
彼
の
長
子
閻
圻
が
原
籍
地
で
あ
る
�
城
縣
で
科
擧
に
參
加
し
︑
康
熙
四
十
八
年

(一
七
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〇
九
)
に
河
南
の
�
驗
者
中
首
位
の
成
績
で
�
士
と
な
っ
た(46

)
︒
彼
は
º
林
院
.
修
に
任
ぜ
ら
れ
︑﹃
I
�
﹄
の
.
修
官
と
な
っ
た
︒
雍
正
元
年

(一
七
二
三
)
に
は
工
科
掌
印
給
事
中
に
轉
じ
︑
^
年
會
試
同
考
官
を
務
め
た
後
︑
病
氣
の
た
め
に
引
�
し
た
︒
彼
の
子
閻
陳
錫
の
�
�
官
歷
は

詹
事
府
1
�
で
あ
っ
た(47

)
︒
閻
焸
の
m
子
閻
封
は
增
廣
生
で
あ
り
︑
三
子
堅
・
四
子
城
は
す
べ
て
官
員
の
家
系
の
女
と
結
婚
し
た(48

)
︒﹃
閻
氏
族
�
﹄

に
よ
れ
ば
︑
そ
の
後
閻
家
の
人
口
は
m
第
に
增
え
︑
生
員
と
な
っ
た
者
や
功
名
を
得
た
者
も
少
な
く
な
か
っ
た(49

)
︒

第
二
�

閻
大
鏞
と
乾
隆
�
字
獄

閻
爾
梅
一
家
は
︑
科
擧
に
よ
っ
て
m
第
に
沛
縣
の
b
力
な
一
族
と
な
っ
て
い
っ
た
︒
し
か
し
︑
大
�
案
が
收
ま
っ
て
か
ら
�
百
年
後
に
ま
た

し
て
も
�
字
獄
に
卷
き
l
ま
れ
た
︒
こ
の
事
件
の
始
末
は
軍
機
處
檔

(﹃
淸
代
�
字
獄
檔
﹄
に
收
錄
)
と
淸
實
錄
に
記
錄
さ
れ
て
い
る
︒
乾
隆
二

十
六
年

(一
七
六
一
)
五
M
二
十
九
日
の
乾
隆
?
へ
の
報
吿
は
︑
兩
者
の
�
字
が
 
く
同
じ
で
あ
る
︒
乾
隆
?
は
軍
機
大
臣
等
に
m
の
よ
う
に

指
示
し
た
︒

劉
墉
の
奏
に
據
る
に
︑﹁
沛
縣
監
生
閻
大
鏞
抗
糧
拒
差
誣
官
D
走
旋
經
拿
獲
未
結
一
案
﹂︑
其
の
!
形
衣
常
に
桀
驁
な
る
に
因
り
て
︑
隨
い

て
該
犯
の
詩
稿
二
紙
︑
幷
び
に
伊
の
祖
閻
爾
梅
・
伊
の
伯
閻
圻
の
稿
本
K
び
閻
爾
梅
罪
を
犯
す
時
の
�
移
一
本
を
査
出
し
︑
粘
籤
�
�
し
︑

幷
び
に
該
犯
の
家
內
を
査
す
る
に
︑
伊
の
詩
稿
存
留
す
る
無
き
も
︑
其
の
!
理
を
揆
れ
ば
︑
必
ず
悖
�
の
詞
に
係
り
︑
曾
て
銷
燬
を
經
る

等
の
語
あ
り
︒
閻
大
鏞
監
生
を
以
て
糧
に
抗
し
差
を
拒
み
︑
!
惡
む
可
き
に
屬
す
︒
治
す
る
に
應
に
得
べ
き
罪
名
を
以
て
し
︑
已
に
寬
貸

す
べ
き
無
し
︒
査
出
せ
る
稿
本
の
各
條
に
至
り
て
は
︑
�
を
以
て
之
を
觀
る
に
︑
愚
賤
無
知
に
�
ぎ
ず
︑
尙
お
悖
�
の
語
無
し
⁝
(中
略
)

⁝
着
し
て
原
ã
を
將
て
鈔
錄
し
︑
粘
籤
せ
る
稿
本
と
幷
せ
て
高
晉
・
陳
宏
謀
に
:
與
し
︑
其
れ
を
し
て
確
切
に
嚴
�
し
︑
幷
び
に
心
を
悉

し
て
跴
訪
せ
し
む
︒
K
び
該
犯
の
悖
é
の
詩
�
︑
留
�
し
て
外
に
在
る
こ
と
b
り
や
無
き
や
の
處
︑
公
を
秉
り
て
推
勘
し
︑
律
を
按
じ
て

定
擬
し
具
奏
せ
し
む(50

)
︒

趙
志
毅
氏
は
︑
閻
大
鏞
案
は
單
な
る
�
字
獄
で
は
な
く
︑
抗
糧
に
も
�
因
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る(51

)
︒
閻
大
鏞
は
曾
祖
父
の
事
件
を
知
っ
て
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い
た
は
ず
で
あ
り
︑
官
府
を
あ
え
て
怒
ら
せ
る
よ
う
な
こ
と
を
す
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
︒
こ
の
事
件
に
關
す
る
政
府
の
記
錄
は
他
に
殘
っ
て

い
な
い
が
︑﹃
里
居
�
﹄
に
よ
れ
ば
︑
閻
大
鏞
に
は
抗
糧
な
ど
の
Y
圖
は
な
か
っ
た
︒

乾
隆
初
︑
稅
課
を
徵
す
る
に
活
串
を
用
い
る
は
︑
其
の
民
に
s
な
る
を
取
る
な
り
︒
而
し
て
�
端
も
亦
た
是
に
由
り
て
生
ず
︒
宏
殽
公

(大
鏞
)
門
客
を
し
て
稅
課
の
尾
欠
を
完
う
せ
し
め
︑
未
だ
行
わ
ざ
る
に
︑
某
氏
婢
に
倩
い
て
出
で
て
什
物
を
捎
買
せ
し
む
る
も
物
價
に

嚴
し
く
せ
ず
︒
門
客
東
樓
上

(閻
夫
人
)
の
Y
に
怫
う
を
恐
る
る
や
︑
卽
ち
稅
課
を
完
う
す
る
の
�
を
分
け
︑
物
を
市
い
て
r
り
︑
而
し

て
課
銀
 
淸
を
以
て
報
ず(52

)
︒

閻
大
鏞
は
門
客
に
稅
金
を
�
め
に
行
か
せ
た
が
︑
門
客
は
か
え
っ
て
そ
れ
を
用
い
て
閻
の
妻
に
物
を
買
い
︑
1
人
に
は
�
稅
し
た
と
噓
を
つ

い
た
︒
後
に
︑
縣
�
が
閻
家
を
訪
ね
て
�
稅
を
促
し
た
の
で
︑
閻
大
鏞
は
門
客
を
問
い
た
だ
し
た
が
︑
や
は
り
�
稅
し
た
と
言
い
︑
閻
大
鏞
も

こ
れ
を
信
じ
た
︒
そ
の
後
も
繰
り
r
さ
れ
る
縣
�
の
督
促
に
激
怒
し
た
大
鏞
は
縣
�
を
毆
っ
て
︑
二
重
�
收
を
訴
え
よ
う
と
し
た
︒
な
ぜ
そ
の

よ
う
な
�
激
な
行
爲
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

康
熙
年
閒
か
ら
三
連
串
票
が
實
施
さ
れ
︑
�
稅
時
に
�
稅
者
・
收
稅
者
・
縣
政
府
そ
れ
ぞ
れ
に
串
票
を
保
存
さ
せ
︑
檢
査
に
備
え
さ
せ
た
︒

そ
の
後
多
く
の
地
域
で
は
よ
り
鯵
單
な
活
串
を
5
用
し
︑
�
稅
者
だ
け
に
�
稅
金
額
を
示
し
た
活
串
を
發
給
す
る
よ
う
に
し
た
と
こ
ろ
︑
胥
�

が
機
に
乘
じ
て
稅
金
を
着
�
す
る
と
い
う
事
態
が
し
ば
し
ば
生
じ
た(53

)
︒
こ
の
よ
う
な
背
景
を
考
え
れ
ば
︑
閻
大
鏞
は
縣
�
が
自
分
か
ら
財
物
を

脅
し
取
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
�
解
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

當
時
の
知
縣
は
荊
如
棠
で
あ
る
︒
彼
は
乾
隆
十
三
年

(一
七
四
八
)
に
�
士
と
な
り
︑
二
十
二
年
五
M
に
沛
縣
に
着
任
し
た(

54
)

︒
荊
は
b
力
な

一
族
で
あ
る
閻
氏
か
ら
恨
み
を
買
い
た
く
な
か
っ
た
︒
ま
た
︑
滯
�
の
稅
金
が
少
な
く
︑
縣
�
が
活
串
を
帳
0
し
に
す
る
の
を
忘
れ
た
可
能
性

も
あ
る
と
考
え
て
︑
仲
介
者
に
賴
ん
で
閻
大
鏞
と
和
解
し
よ
う
と
し
た
︒
閻
大
鏞
は
こ
れ
を
拒
み
︑
密
か
に
北
京
に
直
行
し
て
荊
如
棠
を
吿
發

し
よ
う
と
し
た
が
︑
q
中
で
母
が
危
篤
に
陷
っ
た
と
い
う
知
ら
せ
を
�
け
て
引
き
r
し
た(55

)
︒
一
方
︑
大
鏞
の
行
動
に
驚
い
た
荊
如
棠
は
反
擊
を

餘
儀
な
く
さ
れ
た
︒﹃
里
居
�
﹄
は
m
の
よ
う
に
営
べ
て
い
る
︒
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(閻
)
士
金
固
よ
り
族
を
圯
る
兇
人
な
り
︒
印
︑
怨
た
に
正
に
官
醫
と
做
る
に
寅
緣
し
て
荊
の
�
息
を
仰
ぐ
こ
と
素
よ
り
な
り
︒
嘗
て
田

產
細
故
を
以
て
︑
群
從
と
訟
を
搆
え
︑
未
だ
嘗
て
直
を
得
ず
︒
荊
の
言
を
聞
き
︑
z
に
手
を
藉
り
て
仇
を
復
す
る
計
を
爲
し
︑
且
つ
長
・

m
兩
�
と
竝
び
に
之
を
傾
B
せ
ん
と
欲
す
︒
因
り
て
荊
に
說
き
て
曰
く
︑﹁
宏
殽
北
に
行
き
︑
已
に
測
る
べ
か
ら
ず
︒
而
し
て
﹃
俁
俁
詩

集
﹄
あ
り
て
語
に
忌
諱
多
し
︒
此
の
集
を
持
さ
ば
︑
以
て
此
の
案
に
敵
す
べ
し
﹂
と
︒
⁝
(中
略
)⁝
士
金
曰
く
︑﹁
僕

若
輩
と
同
堂
の
兄

弟
な
り
と
雖
も
︑
實
に
皆
怨
敵
な
り
︒
吾

公
の
爲
に
計
り
︑
�
ね
て
自
ら
の
爲
に
計
る
は
︑
可
な
ら
ん
か
﹂
と
︒
荊
曰
く
︑﹁
若
何
に
し

て
可
な
る
か
﹂
と
︒
曰
く
︑﹁
昔
︑
我
曾
王
父
家
を
破
り
て
�
義
し
︑
濟
南
獄
に
入
り
︑
後
に
D
免
す
と
雖
も
︑
今
に
至
り
孫
・
曾
惴
惴

と
し
︑
惟
だ
舊
案
の
復
た
發
す
る
を
恐
る
︒
何
ぞ
悦
に
某
人
の
後
爲
り
て
今
に
至
り
て
 
お
不
軌
を
懷
く
と
詳
せ
ざ
る
や
︒
則
ち
一
網
打

盡
な
り
﹂
と
︒
⁝
(中
略
)
⁝

(荊
如
棠
)
z
に
具
詳
稟
揭
す
︒
故
に
公
甫
め
て
歸
る
や
︑
卽
ち
捕
ら
え
ら
れ
て
銅
山
獄
に
付
く
︒
凡
そ
我

が
族
姓
︑
小
大
戰
惧
し
︑
胥
な
頸
を
¢
べ
て
死
に
就
く
の
心
b
り
︒
親
知
禍
を
畏
れ
︑
敢
え
て
慰
問
す
る
も
の
莫
し
︑
咸
な
赤
族
の
禍
は

足
を
翹
げ
て
待
つ
べ
し
と
以
う
な
り(56

)
︒

こ
こ
か
ら
は
︑
官
醫
で
あ
る
閻
士
金
が
屬
す
る
三
�
と
閻
大
鏞
が
屬
す
る
四
�
そ
し
て
長
�
・
m
�
と
の
對
立
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
︒
閻
士
金
は
對
立
者
た
ち
を
ま
と
め
て
罪
に
陷
れ
︑
自
ら
は
吿
發
し
た
親
族
と
し
て
免
罪
を
圖
っ
た(57

)
︒
荊
如
棠
は
閻
大
鏞
の
投
獄
後
︑
江

蘇
學
政
劉
墉
と
共
謀
し
︑
閻
大
鏞
の
﹃
俁
俁
集
﹄
か
ら
﹁
躬
¤
し
て
苟
 
を
學
ぶ
﹂
と
い
う
字
句
を
拔
粹
し
て
乾
隆
?
に
上
奏
し
た(58

)
︒

乾
隆
?
の
命
を
�
け
て
兩
江
總
督
高
晉
と
江
蘇
n
撫
陳
宏
謀
は
六
M
十
四
日
に
﹃
俁
俁
集
﹄
を
搜
し
出
し
た
︒
二
人
は
ま
た
︑
X
任
の
知
縣

李
棠
が
﹃
俁
俁
集
﹄
に
は
政
府
の
禁
忌
に
觸
れ
る
部
分
が
あ
る
こ
と
を
早
く
か
ら
知
り
な
が
ら
︑
閻
大
鏞
を
召
喚
し
て
訓
辭
を
與
え
︑﹃
俁
俁

集
﹄
の
書
版
と
旣
に
印
刷
さ
れ
た
本
を
沒
收
し
て
燒
却
す
る
に
と
ど
め
た(59

)
こ
と
も
I
ら
か
に
し
た
︒
同
治
﹃
徐
州
府
志
﹄
に
よ
れ
ば
︑
李
棠
の

在
任
�
閒
は
雍
正
十
三
年

(一
七
三
五
)
か
ら
乾
隆
元
年

(一
七
三
六
)
で
あ
る(60

)
︒
し
か
し
︑
乾
隆
二
年
に
彼
が
知
縣
と
し
て
沛
縣
城
を
修
め
た

と
も
記
載
し
て
い
る(61

)
︒
李
棠
が
.
纂
し
た
乾
隆
﹃
沛
縣
志
﹄
に
は
︑
乾
隆
二
年
に
﹁
海
陽
李
公
棠
來
た
り
て
是
の
邑
を
宰
る
﹂
と
あ
る(62

)
︒
ま
た
︑

李
棠
の
子
李
承
庚
は
︑
父
が
乾
隆
六
年
に
離
任
し
た
と
供
営
し
て
い
る(63

)
︒
こ
れ
ら
か
ら
"
斷
す
る
と
︑
李
棠
が
﹃
俁
俁
集
﹄
を
燒
却
し
た
の
は
︑
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乾
隆
二
年
か
ら
六
年
ま
で
の
閒
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒

井
上
�
は
︑
乾
隆
初
年
の
段
階
で
は
︑
李
棠
の
こ
の
處
置
は
十
分
嚴
し
い
も
の
だ
っ
た
と
す
る(64

)
︒
し
か
し
︑
乾
隆
﹃
沛
縣
志
﹄
に
は
閻
爾
梅

の
﹁
泰
山
行
宮
碑
記
﹂
が
含
ま
れ
て
い
る
︒
こ
の
�
違
は
�
韋
堂
本
﹃
白
耷
山
人
�
集
﹄
の
目
錄
に
は
載
っ
て
い
る
が
︑
本
�
は
見
た
ら
な
い
︒

﹃
沛
縣
志
﹄
で
も
X
¨
一
葉
の
み
あ
り
︑
後
¨
の
一
葉
の
�
字
が
版
木
か
ら
H
が
れ
︑
た
だ
枠
線
が
殘
っ
て
い
る(65

)
︒
忌
諱
の
字
句
が
あ
っ
た
か

ら
H
除
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
こ
れ
ら
の
證
據
か
ら
推
測
す
れ
ば
︑﹃
俁
俁
集
﹄
の
件
を
中
央
政
府
に
報
吿
し
な
か
っ
た
の
は
︑
事
態
の

擴
大
を
防
ぎ
︑
閻
氏
を
守
る
た
め
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

乾
隆
?
も
そ
れ
に
氣
づ
い
た
か
ら
こ
そ
︑﹁
李
棠
惟
だ
に
之
を
置
き
て
論
ぜ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
︑
且
つ
伊
の
 
集
を
將
て
盡
く
U
燬
を
行
い
︑

惡
跡
を
し
て
0
滅
し
て
�
す
こ
と
な
か
ら
し
め
ん
と
欲
す
︒
其
の
代
り
に
掩
B
を
爲
す
は
︑
�
惡
の
甚
に
與
る
者
に
あ
ら
ず
や(66

)
﹂
と
指
摘
し
た
︒

李
棠
の
燒
却
が
不
園
底
で
あ
っ
た
た
め
︑
高
晉
は
﹃
俁
俁
集
﹄
刊
本
を
乾
隆
?
に
上
�
し
︑
そ
の
內
容
に
つ
い
て
官
�
を
譏
剌
し
︑
不
,
に
延

激
す
る
と
こ
ろ
あ
り
︑
甚
し
き
は
淸
#
皇
?
の
t
諱
を
©
け
ず
︑
4
に
狂
悖
語
句
が
あ
る
と
報
吿
し
た
︒
乾
隆
?
は
激
怒
し
︑﹁
呂
留
良
の
例

を
引
き
て
﹂
嚴
重
に
措
置
す
る
よ
う
命
じ
た(67

)
︒

雍
正
年
閒
に
�
き
た
呂
留
良
案
で
は
︑
呂
留
良
と
彼
の
長
子
呂
葆
中
が
戮
尸
︑
七
子
呂
立
中
が
斬
立
決
︑
子
孫
は
寧
古
塔
に
F
ら
れ
て
奴
隸

に
さ
れ
︑
財
產
は
競
賣
に
か
け
ら
れ
た(68

)
︒
こ
の
例
に
從
え
ば
︑
沛
縣
に
は
閻
爾
梅
の
子
孫
が
い
な
く
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
淸
實

錄
・
軍
機
處
檔
は
い
ず
れ
も
こ
の
事
件
の
結
果
に
言
K
し
て
い
な
い
︒
吳
哲
夫
は
閻
大
鏞
が
凌
遲
處
斬
さ
れ
た
と
す
る
が(

69
)

︑
そ
の
根
據
は
不
I

で
あ
る
︒
一
方
︑﹃
里
居
�
﹄
は
大
鏞
が
獄
中
で
病
死
し
た
と
営
べ
︑
獄
中
で
書
い
た
詩
に
つ
い
て
も
詳
し
く
記
載
し
て
い
る(70

)
︒
そ
し
て
︑
そ

の
後
も
閻
大
鏞
の
子
孫
は
依
然
と
し
て
沛
縣
に
ª
ん
で
お
り(71

)
︑
一
族
 
體
が
卷
き
添
え
と
な
っ
た
可
能
性
は
低
い
︒

以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
︑
閻
大
鏞
事
件
の
直
接
の
原
因
は
地
方
官
と
地
元
紳
士
と
の
衝
突
K
び
閻
氏
內
部
の
軋
轢
に
あ
り
︑
�
字
獄
に

�
因
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
例
は
ほ
か
に
も
あ
っ
た
︒
乾
隆
五
十
年

(一
七
八
五
)
の
孔
繼
汾
﹃
孔
氏
家
儀
﹄
を
禁
じ

た
事
件
も
曲
阜
知
縣
と
衍
«
公
家
と
の
衝
突
か
ら
始
ま
り
︑
孔
繼
汾
を
吿
發
し
た
の
は
親
族
の
孔
繼
戌
で
あ
っ
た(72

)
︒
こ
う
し
た
事
件
を
單
純
に
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﹁
�
字
獄
﹂
に
分
類
す
れ
ば
︑
淸
代
特
に
乾
隆
#
に
お
け
る
書
籍
瓜
制
を
�
大

價
す
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
し
て
︑
實
際
に
は
︑
多
く
の
書
籍

が
禁
じ
ら
れ
た
後
で
も
︑
民
閒
で
は
依
然
と
し
て
密
か
に
液
'
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

第
三
�

淸
初
閻
爾
梅
集
家
刻
本
の
一
考
察

閻
爾
梅
の
﹁
日
盈
集
自
序
﹂
に
よ
れ
ば
︑
彼
は
天
�
二
年

(一
六
二
七
)
に
﹃
江
上
草
﹄︑
崇
禎
元
年

(
一
六
二
八
)
に
﹃
駅
影
居
詩
﹄︑
四
年

に
﹃
與
木
居
詩
﹄︑
五
年
に
﹃
爨
字
草
﹄︑
六
年
に
﹃
自
娛
詩
﹄︑
八
年
に
﹃
日
盈
詩
﹄
を
著
し
た(73

)
︒
と
こ
ろ
が
︑
以
上
六
點
の
I
刻
本
は
す
べ

て
殘
っ
て
い
な
い
︒
淸
初
に
著
さ
れ
た
﹃
蹈
東
集
﹄
は
�
に
一
鈔
本
が
南
京
圖
書
館
に
收
藏
さ
れ
る
の
み
で
あ
る(74

)
︒
閻
大
鏞
事
件
が
發
生
し
て

か
ら
︑
閻
爾
梅
の
著
作
は
す
べ
て
禁
燬
の
列
に
加
え
ら
れ
た
︒
本
�
で
は
︑
康
熙
五
十
二
年

(一
七
一
三
)
靜
®
堂
刊
︑
汪
觀
¯
﹃
五
名
家
J

體
詩
﹄
に
含
ま
れ
る
﹃
古
古
詩
﹄
三
卷

(七
言
律
一
百
七
十
三
首
︑
五
言
律
五
十
九
首
︑
七
言
絕
句
三
十
五
首
︑
五
言
絕
句
十
首
︒
汪
觀
の
序
�
に
よ
れ

ば
︑
家
刻
本
﹃
白
耷
山
人
詩
集
﹄
の
拔
粹
で
あ
る
︒
北
京
國
家
圖
書
館
・
內
閣
�
庫
・
早
稻
田
大
學
圖
書
館
寧
齋
�
庫
に
k
藏
さ
れ
︑
國
家
圖
書
館
本
は
﹃
淸

代
詩
�
集
珍
本
叢
刊
﹄
第
二
六
册
に
收
錄
)
を
除
く
︑
現
存
す
る
二
つ
の
淸
初
刻
本
閻
爾
梅
詩
�
集
に
つ
い
て
檢
討
す
る
︒

(一
)
炅
焸
校
本
﹃
白
耷
山
人
詩
集
﹄
十
一
卷
︒
南
京
圖
書
館
藏
︒

民
國
七
年

(一
九
一
八
)
に
張
相
�
は
北
京
の
露
店
で
﹃
詩
集
﹄
を
入
手
し
た
︒
張
は
﹃
閻
古
古
 
集
﹄
を
出
版
し
て
か
ら(75

)
︑
江
寧
圖
書
館

に
寄
贈
し(76

)
︑
現
在
は
南
京
圖
書
館
に
收
藏
さ
れ
て
い
る
︒
原
書
の
表
紙
に
は
﹁
民
國
十
一
年
十
二
M
張
先
生
相
�
贈
﹂
と
い
う
�
字
が
見
え
る
︒

各
卷
首
に
は
︑﹁
古
沛
閻
爾
梅
古
古
氏
著
﹂
と
書
か
れ
た
下
に
﹁
男
炅
︑
焸
仝
�
﹂
と
い
う
�
字
が
あ
り
︑
�
韋
堂
本
に
は
こ
れ
が
な
い
た
め

に
︑
假
に
こ
れ
を
﹁
炅
焸
校
本
﹂
と
呼
ぶ
︒

炅
焸
校
本
に
は
卷
數
が
示
さ
れ
な
い
が
︑
實
際
に
は
古
逸
・
樂
府
・
四
言
古
・
五
言
古
・
七
言
古
・
五
言
絕
・
七
言
絕
・
五
言
律
・
七
言

律
・
五
言
排
律
・
七
言
排
律
の
十
一
卷
に
分
け
ら
れ
て
い
る
︒
七
言
絕
は
さ
ら
に
南
直
隸
・
北
直
隸
・
河
南
・
陝
西
・
江
西
・
湖
廣
集
︑
五
言
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絕
は
南
直
隸
・
北
直
隸
・
山
東
・
河
南
・
山
西
・
山
西
集
︑
七
言
律
は
南
直
隸
・
山
東
・
河
南
・
山
西
・
陝
西
・
江
西
・
湖
廣
・
四
川
集
に
分

か
れ
る
︒
閻
爾
梅
の
自
¬
が
散
見
し
︑
例
え
ば
﹁
f
揚
州
梅
花
嶺
﹂
に
は
﹁
此
下
皆
﹃
日
盈
集
﹄
舊
稿
︑
錄
之
﹂︑﹁
村
居
﹂
に
は
﹁
舊
刻
﹃
日

盈
集
﹄
內
︑
今
稍
改
訂
﹂︑﹁
西
村
﹂
に
は
﹁
以
下
﹃
蹈
東
集
﹄︑
今
附
於
此(77

)
﹂
と
見
え
︑
こ
こ
か
ら
︑
炅
焸
校
本
は
少
な
く
と
も
﹃
日
盈
集
﹄

と
﹃
蹈
東
集
﹄
の
內
容
を
一
部
含
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒

七
言
絕
・
五
言
絕
・
七
言
律
三
卷
は
創
作
地
に
よ
り
分
け
ら
れ
て
お
り
︑
ま
た
詩
作
の
場
k
と
時
閒
を
說
I
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
︑

閻
爾
梅
が
存
命
中
に
.
集
し
た
も
の
だ
ろ
う
︒
閻
爾
梅
に
は
﹁
禍
を
賈
う
詩
�
︑
數
を
盡
し
て
盈
る
﹂︑
ま
た
﹁
�
韋
堂
の
下
に
草
を
重
ね
て

盈
る(

78
)

﹂
な
ど
の
詩
句
が
あ
る
︒
孫
の
閻
圻
も
︑
祖
父
が
そ
の
晚
年
に
詩
�
を
整
理
し
︑﹁
煩
を
去
り
て
鯵
に
就
き
︑
什
一
を
千
百
に
存
す(79

)
﹂
と

記
し
て
い
る
︒
以
上
の
こ
と
か
ら
︑
炅
焸
校
本
は
お
そ
ら
く
閻
爾
梅
の
自
¯
本
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
詩
の
數
は
今
ま
で
知
ら
れ
て
い
る
限

り
の
版
本
の
な
か
で
は
�
多
で
あ
り
︑
ま
た
�
も
早
い
時
�
の
刊
本
で
あ
る
と
言
え
る
︒﹃
白
耷
山
人
�
集
﹄
も
同
時
に
刊
刻
さ
れ
た
可
能
性

が
あ
る
が
︑
南
京
圖
書
館
に
あ
る
の
は
﹃
詩
集
﹄
だ
け
で
あ
る
︒

(二
)
�
韋
堂
本
﹃
白
耷
山
人
詩
集
﹄
十
卷
︑﹃
白
耷
山
人
�
集
﹄
二
卷
︒
天
津
圖
書
館
・
北
京
國
家
圖
書
館
・
上
海
圖
書
館

(
二
種
)
・
中
國

社
會
科
學
院
圖
書
館
・
東
洋
�
庫
・
靜
嘉
堂
�
庫
藏
︒

こ
の
版
の
﹃
詩
集
﹄
は
合
せ
て
十
卷
あ
り
︑
卷
數
を
I
記
し
︑
順
番
に
古
逸
・
樂
府
・
五
言
古
・
七
言
古
・
五
言
律
・
七
言
律
・
五
言
絕
・

七
言
絕
・
五
言
排
律
・
七
言
排
律
に
分
け
ら
れ
て
い
る
︒
卷
六
す
な
わ
ち
七
言
律
は
4
に
上
・
下
卷
に
分
か
れ
る
︒﹃
�
集
﹄
上
卷
は
記
・

序
・
賦
・
傳
・
論
・
碑
記
を
收
め
︑
下
卷
は
議
・
書
・
駅
・
誌
銘
・
跋
・
�
・
題
・
雜
錄
を
收
め
て
い
る
︒
現
存
諸
本
で
は
︑﹁
重
修
泰
山
行

宮
碑
紀
﹂﹁
關
?
閣
碑
記
﹂﹁
貽
王
按
臺
書
﹂﹁
再
貽
王
按
臺
書
﹂﹁
上
趙
漕
撫
書
﹂﹁
爲
�
閣
部
丁
高
興
,
鎭
軍
奏
記
﹂﹁
問
沛
城
之
從
o
者
﹂

﹁
責
城
中
親
友
帖
子
﹂
の
八
²
が
目
錄
に
は
あ
る
も
の
の
︑
本
�
は
無
い
︒

�
韋
堂
本
﹃
詩
集
﹄
の
²
目
は
︑
炅
焸
校
本
と
比
べ
て
I
ら
か
に
少
な
い
だ
け
で
な
く
︑
字
句
と
3
�
の
H
除
が
見
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑
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﹁
擊
壤
歌
﹂
の
引
言
で
は
﹁
方
今
淳
風
旣
邈
︑
民
生
憔
悴
︑
烏
能
睹
k
謂
不
識
不
知
︑
出
作
入
息
者
乎
﹂
と
﹁
若
贊
若
頌
︑
將
以
論
世
也(80

)
﹂
の

二
つ
の
字
句
が
H
除
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
垓
下
歌
﹂
の
引
言
で
は
﹁
余
故
擬
之
︑
以
見
古
今
英
雄
擧
事
︑
愛
天
下
不
K
愛
´
人
者
︑
非
獨

一
項
羽
也
﹂
と
い
う
部
分
が
H
除
さ
れ
て
い
る(81

)
︒
こ
れ
は
政
府
や
吳
三
桂
を
非
難
し
た
も
の
だ
ろ
う
か
︒

『四
庫
禁
燬
書
叢
刊
﹄
集
部
第
一
一
九
册
と
﹃
續
修
四
庫
 
書
﹄
第
一
三
九
四
册
に
は
天
津
圖
書
館
藏
�
韋
堂
本
の
影
印
本
が
收
め
ら
れ
て

い
る
︒
天
津
本
に
は
﹁
¨
僧
﹂﹁
魯
庵
汪
氏
藏
書
﹂﹁
汪
其
渭
印
﹂﹁
魯
庵
珍
賞
﹂﹁
直
隸
敎
育
廳
檢
査
圖
書
之
印
﹂﹁
天
津
圖
書
館
藏
﹂
等
が
押

さ
れ
る
が
︑
汪
其
渭

(魯
庵
)
に
つ
い
て
は
未
詳
︒
天
津
本
の
﹁
白
耷
山
人
集
序
﹂
と
﹁
古
逸
題
辭
﹂
を
合
わ
せ
た
五
葉
が
失
わ
れ
て
お
り
︑

﹃
四
庫
禁
燬
書
叢
刊
﹄
の
收
錄
本
は
こ
れ
を
國
家
圖
書
館
本
に
よ
り
	
補
し
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
五
葉
が
﹃
�
集
﹄
の
X
に
置
か

れ
て
い
る
の
は
I
ら
か
に
�
り
で
あ
る
︒
國
家
圖
書
館
本
に
は
藏
書
印
が
な
く
︑
刊
記
に
は
﹁
泗
上
閻
古
古
先
生
著
／
白
耷
山
／
 
集
／
�

韋
﹂
と
見
え
る
が
︑
下
¨
部
が
殘
缺
し
て
い
る
︒
黃
雲
師
の
﹁
白
耷
山
人
集
序
﹂
が
 
書
の
�
初
に
置
か
れ
︑﹁
古
逸
題
辭
﹂
が
﹃
詩
集
﹄
第

一
卷
﹁
古
逸
﹂
の
X
に
置
か
れ
る
︒

上
海
圖
書
館
本
甲
は
完
本
で
あ
り
︑
刊
記
に
﹁
泗
上
閻
古
古
先
生
著
／
白
耷
山
人
／
 
集
／
�
韋
堂
藏
板
﹂
と
見
え
︑﹁
¨
哭
¨
笑
樓
1
﹂

﹁
右
任
﹂﹁
于
氏
世
守
﹂
な
ど
の
印
か
ら
于
右
任
の
舊
藏
と
分
か
る
︒
上
海
圖
書
館
本
乙
は
︑﹃
詩
集
﹄
卷
四
・
五
・
六
・
八
・
十
と
﹃
�
集
﹄

卷
上
・
下
が
殘
缺
し
︑﹃
詩
集
﹄
卷
七
は
他
本
に
よ
り
抄
補
さ
れ
て
い
る
︒
卷
首
に
﹁
郡
後
學
孫
]
錦
繡
田
輯
﹂﹁
湘
h
左
仁
淸
校
訂
﹂
と
記
し
︑

批
3
・
校
語
が
あ
り
︑﹁
容
家
書
庫
﹂﹁
來
燕
榭
珍
藏
記
﹂﹁
黃
裳
靑
囊
�
苑
﹂﹁
黃
裳
藏
本
﹂
な
ど
の
印
が
押
さ
れ
て
い
る
︒
來
燕
榭
は
b
名
な

藏
書
家
で
あ
る
黃
裳
の
書
齋
名
で
あ
り
︑
跋
に
も
﹁
癸
巳
初
春
吳
下
玄
妙
觀
收
︑
付
工
重
裝
︑
¨
載
始
畢
︑
黃
裳
記
﹂
と
見
え
︑
一
九
五
三
年

に
蘇
州
で
º
入
し
た
も
の
で
あ
る
と
わ
か
る
︒﹃
續
修
四
庫
 
書
﹄
收
錄
本
の
﹁
白
耷
山
人
集
序
﹂
と
﹁
古
逸
題
辭
﹂
は
上
海
本
乙
よ
り
	
補

し
て
い
る
︒
中
國
科
學
院
圖
書
館
の
�
韋
堂
本
は
未
見
で
あ
る
︒

日
本
で
は
東
洋
�
庫
・
靜
嘉
堂
�
庫
が
各
々
一
部
を
k
藏
し
て
い
る
︒
東
洋
�
庫
本
に
は
﹁
瑞
軒
﹂﹁
陶
元
父
﹂﹁
»
田
劍
生
藏
書
之
記
﹂

﹁
東
洋
�
庫
﹂
な
ど
の
印
が
押
さ
れ
て
い
る
︒
陶
元
父
に
つ
い
て
は
未
詳
だ
が
︑
瑞
軒
は
淸
代
蘇
州
の
藏
書
家(82

)
︑
»
田
劍
生
は
東
洋
�
學
者
»
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田
豐
八

(號
は
劍
峰
)
で
あ
り
︑
彼
は
淸
末
民
初
�
に
中
國
に
長
く
滯
在
し
︑
京
師
大
學
堂
敎
¼
な
ど
を
歷
任
し
た
︒

靜
嘉
堂
本
は
︑﹃
靜
嘉
堂
祕
籍
志
﹄
に
は
﹁﹃
白
耷
山
人
集
﹄
淸
閻
爾
梅
Ø
︒
詩
十
卷
︑
�
二
卷
︒
刊
六
本
﹂
と
見
え
る(83

)
︒
し
か
し
︑﹃
靜
嘉

堂
�
庫
漢
籍
分
類
目
錄
﹄
に
﹁﹃
白
耷
山
人
詩
﹄
八
卷
︑﹃
�
集
﹄
二
卷
︒
淸
閻
爾
梅
Ø
︒
淸
刊
﹂
と
記
載
さ
れ(84

)
︑﹃
日
本
現
存
淸
人
�
集
目
錄
﹄

も
﹃
詩
集
﹄
を
八
卷
と
す
る(85

)
︒
筆
者
の
N
査
に
よ
る
と
︑
靜
嘉
堂
本
は
實
際
に
は
﹃
詩
集
﹄
十
卷
と
﹃
�
集
﹄
二
卷
で
あ
り
︑﹁
萬
硯
堂
珍
藏

書
畫
記
﹂﹁
歸
安
陸
樹
聲
藏
書
之
記
﹂﹁
一
床
書
﹂﹁
靜
寄
﹂﹁
靜
嘉
堂
藏
書
﹂
な
ど
の
印
が
押
さ
れ
て
お
り
︑
陸
心
源
・
陸
樹
聲
父
子
の
舊
藏
で

あ
っ
た
こ
と
は
閒
{
い
な
い
︒
東
洋
�
庫
本
と
靜
嘉
堂
本
は
 
本
で
あ
り
︑﹁
白
耷
山
人
集
序
﹂
と
﹁
古
逸
題
辭
﹂
五
葉
の
位
置
を
除
け
ば

﹃
四
庫
禁
燬
書
叢
刊
﹄﹃
續
修
四
庫
 
書
﹄
景
印
本
と
 
く
同
じ
で
あ
る
︒

�
韋
堂
本
と
炅
焸
校
本
と
の
內
容
に
は
大
き
な
差
が
あ
る
が
︑
版
式

(每
¨
葉
八
行
︑
行
二
十
三
字
︑
白
口
︑
單
魚
尾
︑
四
周
單
邊
)
や
字
體
が

 
く
同
じ
で
あ
り
︑
4
に
﹁
白
耷
山
人
集
序
﹂
も
同
じ
板
木
か
ら
印
刷
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
も
�
韋
堂
は
閻
爾
梅
・
閻
焸
の
書
齋
で
あ
る(86

)
︒
こ

れ
ら
を
考
え
れ
ば
︑
�
韋
堂
本
と
炅
焸
校
本
は
い
ず
れ
も
閻
氏
家
刻
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
お
そ
ら
く
炅
焸
校
本
は
初
刊
本
で
あ
り
︑
試
し

刷
り
さ
れ
た
%
度
な
の
で
︑
現
存
す
る
も
の
が
少
な
い
の
で
あ
ろ
う
︒
後
に
閻
氏
の
子
孫
は
炅
焸
校
本
が
禍
を
招
く
こ
と
を
恐
れ
て
各
卷
の
初

め
の
﹁
男
炅
焸
仝
�
﹂
と
い
う
�
字
︑
そ
し
て
﹁
燕
市
吟(87

)
﹂
な
ど
の
極
め
て
危
險
�
な
詩
�
・
忌
諱
の
字
句
を
H
除
し
︑
�
韋
堂
本
を
作
っ
た
︒

�
韋
堂
本
の
液
'
範
圍
は
炅
焸
校
本
よ
り
I
ら
か
に
廣
か
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
閻
大
鏞
事
件
が
發
生
す
る
と
︑
閻
家
が
收
藏
し
て
い
た
﹃
白
耷

山
人
集
﹄
と
閻
圻
﹃
閱
¤
樓
集
﹄﹃
憩
養
堂
集
﹄
と
閻
大
鏞
﹃
俁
俁
集
﹄
の
板
木
は
悉
く
燒
か
れ
︑
未
燒
却
の
部
分
は
抄
書
官
が
捆
載
し
て
北

京
に
搬
F
さ
れ
た(88

)
︒

第
二
違

淸
末
に
お
け
る
閻
爾
梅
著
作
の
重
刊

乾
隆
時
代
に
﹃
四
庫
 
書
﹄
の
.
纂
が
始
め
ら
れ
て
か
ら
︑
山
東
・
江
蘇
・
浙
江
・
湖
北
省
な
ど
で
﹃
白
耷
山
人
集
﹄
の
刻
本
・
鈔
本
や
汪

觀
の
¯
本
が
沒
收
さ
れ
續
け
た
︒﹃
纂
修
四
庫
 
書
檔
案
﹄
に
は
二
十
例
が
見
え
︑
そ
の
時
�
は
乾
隆
四
十
年

(
一
七
七
五(
89
)

)
か
ら
同
五
十
五
年(90

)
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に
か
け
て
で
あ
っ
た
︒
乾
隆
四
十
八
年
に
は
︑
高
晉
が
江
蘇
省
で
二
十
二
部
の
﹃
白
耷
山
人
集
﹄
を
沒
收
し
て
い
る
の
を
見
て
も(91

)
︑
沒
收
が
勵

行
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

し
か
し
︑
光
緖
年
閒
に
閻
爾
梅
の
詩
�
集
は
徐
州
で
再
刊
さ
れ
た
︒
閻
氏
は
こ
の
再
刊
に
參
加
し
て
お
ら
ず
︑
こ
れ
を
擔
っ
た
の
は
徐
州
知

府
桂
中
行
と
江
南
出
身
の
士
大
夫
馮
煦
で
あ
り
︑
地
元
知
識
人
も
協
力
し
た
︒
本
違
で
は
︑
禁
書
再
刊
と
地
方
社
會
と
の
關
係
を
檢
討
す
る
︒

第
一
�

金
陵
書
局
か
ら
雲
龍
書
院
へ

淸
代
檔
案
か
ら
見
れ
ば
︑
�
字
獄
と
禁
書
政
策
の
强
度
は
地
域
に
よ
っ
て
大
き
な
差
が
あ
り
︑
と
く
に
﹁
江
南
八
府
﹂
と
そ
の
周
邊
に
集
中

し
て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
嘉
慶
#
以
後
の
政
治
形
勢
の
變
)
︑
と
り
わ
け
太
,
天
國
を
經
て
か
ら
︑
政
府
の
制
御
力
が
衰
え
︑
�
字
獄
も
少
な

く
な
り
︑
禁
書
の
收
藏
・
閱
讀
や
議
論
は
m
第
に
公
然
)
し
︑
江
南
を
中
心
と
し
て
一
種
の
液
行
に
な
っ
て
い
っ
た
︒﹃
白
耷
山
人
集
﹄
光
緖

本
再
刊
を
擔
っ
た
馮
煦
は
そ
の
典
型
例
で
あ
る
︒

馮
煦
は
/
光
二
十
二
年

(一
八
四
二
)
に
常
州
府
金
壇
縣
に
生
ま
れ
た
︒
高
祖
父
以
上
の
三
世
代
は
各
々
�
士
と
な
っ
て
い
る
︒
曾
祖
父
馮

怨

(字
靜
觀
・
復
初
)
は
醫
師
︑
祖
父
は
巢
縣
の
敎
諭
︑
父
は
/
光
年
閒
の
擧
人
で
あ
っ
た(92

)
︒
馮
家
の
藏
書
は
か
つ
て
非
常
に
豐
富
で
あ
っ
た
︒

/
光
三
年

(一
八
二
三
)
︑
黃
丕
烈
は
蘇
州
で
宋
版
﹃
群
玉
集
﹄﹃
碧
雲
集
﹄
を
º
入
し
た
が
︑
そ
れ
ら
に
は
﹁
良
常
馮
靜
觀
藏
書
﹂﹁
馮
怨
之

印
﹂﹁
復
初
﹂﹁
良
常
馮
氏
Â
古
齋
藏
書
﹂
な
ど
の
印
が
押
さ
れ
て
お
り
︑
黃
丕
烈
は
馮
怨
の
舊
藏
本
で
あ
る
と
し
て
い
る(

93
)

︒
そ
れ
ら
が
放
出
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
當
時
家
]
が
傾
い
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

咸
豐
六
年

(一
八
五
六
)
太
,
天
國
軍
が
金
壇
を
陷
落
さ
せ
る
と
︑
馮
煦
の
祖
父
母
と
父
母
は
相
m
い
で
死
去
し
︑
馮
煦
は
仲
兄
と
と
も
に

寶
應
縣
の
親
族
の
元
に
身
を
寄
せ
た(94

)
︒
彼
は
︑
家
族
の
藏
書
が
さ
ら
に
少
な
く
な
っ
た
と
言
う
︒

粤
寇
の
警
︑
先
大
夫
高
郵
の
東
の
小
)
村
に
辟
く
る
に
︑
 
お
善
本
書
十
數
簏
の
存
す
る
b
り
︒
h
村
鄰
右
火
を
戒
め
ず
悉
く
燼
か
る
︒

予
少
し
く
長
ず
る
や
︑
先
世
の
�
書
を
求
め
︑
�
か
に
世
夫
春
艭
公
の
許
に
於
い
て
﹃
漢
魏
詩
乘
﹄
四
册
を
得
た
り
︒
其
の
書
の
首
に
皆
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な
靜
觀
公

(馮
怨
)
題
す
︒
印
た
吳
3
﹃
梅
邨
詩
集
﹄
一
部
あ
り
︑
第
一
册
を
闋
︹
闕
︺
く
︒
其
の
中
の
�
字
︑
印
た
公
朱
筆
を
以
て
上

方
に
正
し
︑
精
審
な
る
こ
と
Å
無
し
︒
此
の
二
種
の
外
︑
則
ち
一
册
一
卷
無
し(95

)
︒

｢吳
3
﹃
梅
邨
詩
集
﹄﹂
と
は
︑
吳
^
鳳
¬
本
﹃
梅
村
詩
集
箋
¬
﹄
の
こ
と
で
あ
る
︒
吳
洩
業
の
詩
�
集
は
乾
隆
四
十
四
年

(一
七
七
九
)
に
禁

燬
さ
れ
た
が(96

)
︑
嘉
慶
十
九
年

(一
八
一
四
)
吳
^
鳳
滄
浪
吟
榭
刊
本
が
蘇
州
で
刊
行
さ
れ
た
︒
後
に
滄
浪
吟
榭
本
か
ら
湖
北
官
書
處
重
刊
本
・

怨
)
三
味
堂
B
刻
本
が
Ç
生
し
︑
廣
く
行
わ
れ
た
︒
馮
怨
が
吳
¬
﹃
梅
村
詩
集
﹄
を
校
勘
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
繰
り
r
し
讀
ん
だ
こ
と
が
わ

か
る
︒
馮
煦
も
梅
村
詩
を
愛
讀
し
︑
白
居
易
詩
に
È
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
高

價
を
與
え
た(97

)
︒

同
治
七
年

(一
八
六
八
)
馮
煦
は
金
壇
に
歸
り
︑
^
年
か
ら
南
京
の
鍾
山
の
惜
陰
書
院
で
學
び
な
が
ら
金
陵
書
局
で
働
い
た
︒
彼
は
曾
國
藩

の
幕
僚
で
も
あ
っ
た(98

)
︒
書
局
で
の
同
僚
に
は
汪
士
鐸
・
戴
É
・
張
�
虎
等
が
い
た(99

)
︒
南
京
人
汪
士
鐸
は
咸
豐
五
年

(
一
八
五
五
)
に
太
,
天
國

か
ら
©
難
し
て
い
た
時
︑
士
人
は
功
名
の
U
求
に
加
え
て
歷
�
を
學
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
し
て
︑
彼
が
擧
げ
る
�
書
の
中
に
は
﹃
三
藩
紀
事
本

末
﹄﹃
萬
曆
野
獲
.
﹄﹃
I
季
北
略
﹄﹃
I
季
南
略
﹄﹃
I
季
野
�
﹄
等
の
I
末
淸
初
の
�
書
も
含
ま
れ
る(100

)
︒﹃
I
季
野
�
﹄
が
何
を
指
す
の
か
は

は
っ
き
り
し
な
い
が
︑﹃
三
藩
紀
事
本
末
﹄﹃
萬
曆
野
獲
.
﹄
な
ど
が
乾
隆
禁
書
で
あ
る
︒
湖
州
德
淸
の
人
戴
É
は
同
治
年
閒
か
ら
李
慈
銘
・
錢

綺
・
傅
以
禮
等
江
南
知
識
人
と
禁
書
收
集
・
:
液
の
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
︑
d
炎
武
の
反
淸
詩
に
﹁
韻
目
代
字
﹂
と
い
う
Í
號
シ
ス
テ
ム
が
あ

る
こ
と
を
發
見
し
た(101

)
︒
張
�
虎
は
王
夫
之
の
﹃
讀
四
書
大
 
﹄﹃
讀
'
鑑
論
﹄
等
を
校
勘
し
て
い
る(102

)
︒
彼
ら
が
馮
煦
に
ど
の
よ
う
な
影
;
を
與

え
た
か
は
不
I
だ
が
︑
曾
國
藩
か
ら
の
影
;
に
は
證
據
が
あ
る
︒

同
治
三
年

(一
八
六
四
)
︑
曾
國
藩
は
安
慶
で
創
設
し
た
書
局
を
南
京
に
移
轉
さ
せ
︑
金
陵
書
局

(後
に
江
寧
書
局
・
江
南
書
局
と
も
言
う
)
と

し
︑
書
籍
出
版
に
よ
る
�
敎
振
興
を
目
指
し
た(103

)
︒
書
局
は
1
に
正
�
や
經
書
を
出
版
し
て
い
た
が
︑
^
年
に
は
王
夫
之
﹃
Ð
山
�
書
﹄
を
重
刊

し
た
︒﹃
Ð
山
�
書
﹄
に
は
/
光
二
十
二
年

(一
八
四
二
)
湘
潭
で
刊
行
さ
れ
た
守
�
經
書
屋
本
が
あ
り
︑
一
百
八
十
卷
で
あ
る
︒
金
陵
書
局
本

は
三
百
二
十
二
卷
に
增
え
︑
複
數
の
乾
隆
禁
書
も
含
ま
れ
て
い
る
︒
曾
國
藩
は
自
ら
﹁
Ð
山
�
書
序
﹂
を
執
筆
し
た
だ
け
で
な
く
︑
﹃
禮
記
違

句
﹄﹃
讀
'
鑑
論
﹄﹃
宋
論
﹄
等
に
校
勘
を
與
え(104

)
︑
ま
た
三
十
部
を
友
人
に
贈
�
し
た(105

)
︒
彼
に
よ
る
こ
う
し
た
營
爲
が
王
夫
之
の
著
作
を
�
K
さ
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せ
る
こ
と
に
な
っ
た(106

)
︒
馮
煦
に
よ
れ
ば
︑
曾
國
藩
は
太
,
天
國
に
よ
り
損
な
わ
れ
た
人
心
の
矯
正
を
目
指
し
て
い
た
と
い
う(107

)
︒﹃
Ð
山
�
書
﹄

に
は
﹁
忠
孝
�
義
﹂
に
關
す
る
內
容
が
多
く
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
︑
再
刊
動
機
の
一
つ
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
︑
曾
國
藩
の
指
示
に
よ
り
︑
同

治
八
年

(一
八
六
九
)
d
炎
武
の
﹃
Õ
域
志
﹄
を
出
版
し
た(108

)
︒

I
の
�
民
・
忠
臣
を
×
重
す
る
氣
風
は
南
京
の
知
識
人
に
擴
が
っ
た
︒
光
緖
四
年

(一
八
七
八
)
に
馮
煦
は
江
寧
府
學
敎
Ø
趙
彥
修
ら
と
d

寧
人
處
士
祠
に
會
合
し
︑
d
炎
武
の
Ú
生
日
を
記
念
す
る
活
動
を
行
っ
た
︒
儀
式
�
了
後
︑
趙
の
自
宅
で
周
宗
円
�
稿
の
卷
子
が
示
さ
れ
る
と
︑

皆
が
驚
嘆
し
て
羨
ん
だ
︒
周
宗
円
は
天
�
年
閒
に
東
林
黨
と
し
て
�
に
殉
じ
︑
乾
隆
四
十
一
年

(
一
七
七
六
)
﹃
周
忠
毅
公
奏
議
﹄
は
遼
東
に
關

す
る
�
字
が
あ
る
と
い
う
理
由
で
禁
燬
さ
れ
た
︒
趙
彥
修
は
太
,
天
國
以
X
の
蘇
州
府
吳
江
縣
の
書
籍
市
に
お
い
て
�
稿
を
入
手
し
︑
蘇
州
陷

落
時
に
も
幸
い
に
難
を
免
れ
た(109

)
︒
馮
煦
は
こ
の
會
合
に
つ
い
て
�
違
を
殘
し
て
お
り
︑
�
末
に
は
﹁
忠
古
の
英
靈
汗
靑
を
照
ら
し
︑
今
自
り
孤

延
縑
素
に
留
む
︒﹂
と
い
う
詩
句
を
記
し
て
い
る(110

)
︒

馮
煦
の
例
か
ら
は
︑
禁
書
閱
讀
の
擴
大
に
は

(1
)
家
族
內
部
で
の
傳
承

(2
)
同
僚
・
友
人
た
ち
相
互
の
影
;

(3
)
太
,
天
國
以
後
に

擡
頭
し
た
漢
族
官
員
と
く
に
湘
軍
系
官
員
に
よ
る
提
唱(111

)
の
三
つ
の
經
路
が
想
定
さ
れ
る
︒
光
緖
十
一
年

(一
八
八
五
)
馮
煦
は
南
京
を
去
っ
て

徐
州
の
雲
龍
書
院
の
山
長
に
着
任
し
た(112

)
︒
十
二
年
四
M
に
一
等
三
甲
�
士
と
な
り
︑
同
年
あ
る
い
は
^
年
に
徐
州
に
歸
っ
た
︒
十
三
年
の
末
に

再
び
北
京
に
行
き(113

)
︑
つ
い
で
º
林
院
.
修
・
鳳
陽
知
府
・
山
西
按
察
5
・
四
川
布
政
5
・
安
þ
布
政
5
を
歷
任
し
︑
同
三
十
三
年

(一
九
〇
七
)

安
þ
n
撫
に
昇
�
し
た(114

)
︒
徐
州
で
の
滯
在
�
閒
は
短
い
も
の
の
︑
馮
煦
は
南
京
で
の
經
驗
を
活
か
し
て
知
識
人
を
育
成
し
︑﹃
徐
州
詩
徵
﹄
と

﹃
徐
州
二
�
民
集
﹄
の
.
纂
に
重
�
な
役
割
を
果
た
し
た
︒

第
二
�

『徐
州
詩
徵
﹄
か
ら
﹃
徐
州
二
�
民
集
﹄
へ

徐
州
は
江
蘇
・
安
þ
・
河
南
・
山
東
省
の
省
境
に
位
置
し
︑
/
光
末
�
か
ら
各
省
の
無
法
者
が
潛
伏
し
て
武
裝
團
體
を
結
成
し
︑
匪
o
の
巢

窟
と
み
な
さ
れ
て
い
た(115

)
︒
咸
豐
三
年

(一
八
五
三
)
︑
太
,
天
國
が
江
南
地
域
を
占
據
す
る
一
方
で
︑
捻
軍
が
安
þ
省
か
ら
�
こ
っ
た
︒
徐
州
は
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兩
勢
力
か
ら
攻
擊
さ
れ
︑
甚
大
な
死
傷
者
を
出
し
た
︒
同
治
六
年

(一
八
六
七
)
に
太
,
天
國
が
,
定
さ
れ
た(116

)
後
も
天
災
と
ß
饉
が
し
ば
し
ば

發
生
し
た
︒
光
緖
元
年

(一
八
七
五
)
︑
黃
河
の
水
à
が
徐
州
に
K
び
︑
凶
作
と
と
も
に
天
然
痘
が
液
行
し
た
︒
沛
縣
人
王
定
勳
の
﹁
大
疫
行
﹂

は
m
の
よ
う
に
営
べ
て
い
る
︒

憐
れ
む
べ
し
我
が
h
疫
尤
も
甚
だ
し
き
を
︑
阿
誰
旦
夕
に
妻
孥
を
 
う
せ
ん
や
︒
僵
尸
縱
橫
疆
理
に
枕
し
︑
藳
葬
の
た
め
に
,
原
亦
た
â

ど
無
し
︒
#
#
に
鍤
を
荷
な
い
て
埋
む
る
に
È
え
ず
︑
大
¨
の
殘
骸
犬
豚
を
ã
か
し
む(117

)
︒

詩
人
の
誇
張
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
こ
の
直
後
に
知
府
と
し
て
着
任
し
た
の
が
桂
中
行
で
あ
る
︒
桂
中
行
︑
字
は
履
眞
︑
江
西
臨
川
人
︑

諸
生
と
し
て
安
þ
省
で
從
軍
し
︑
曾
國
藩
に

價
さ
れ
て
︑
知
縣
・
知
府
に
昇
�
し
て
光
緖
元
年

(一
八
七
五
)
徐
州
に
轉
任
し
︑
同
年
母
喪

の
た
め
歸
省
し
た
︒
光
緖
九
年
︑
再
び
徐
州
知
府
に
任
ぜ
ら
れ
る
と
︑
在
任
中
の
十
二
年
閒
に
地
方
振
興
に
努
め
た(118

)
︒
そ
の
か
た
わ
ら
書
院
を

興
し
︑
地
元
の
士
大
夫
や
馮
煦
と
親
し
か
っ
た(119

)
︒
馮
煦
の
�
集
に
よ
れ
ば
︑
桂
中
行
の
徐
州
時
代
の
�
違
は
ほ
と
ん
ど
彼
が
代
筆
し
て
い
る
︒

咸
豐
十
年

(一
八
六
〇
)
︑
徐
州
知
府
汪
堯
辰
は
太
,
天
國
・
捻
軍
の
脅
威
を
X
に
し
て
︑
禮
樂
�
敎
を
用
い
て
頑
民
を
手
な
ず
け
︑
士
氣
を

奮
�
さ
せ
る
こ
と
を
考
え
た(120

)
︒
桂
中
行
は
さ
ら
に
民
風
の
改
善
を
Y
識
し
て
︑
光
緖
十
三
年

(一
八
八
七
)
馮
煦
が
北
京
か
ら
徐
州
に
歸
り
�

一
年
滯
在
し
て
い
た
時
に
︑﹃
徐
州
詩
徵
﹄
の
.
集
を
始
め
さ
せ
た
︒
馮
煦
の
ほ
か
に
吳
縣
の
王
亦
曾
・
宿
�
の
陳
R
・
銅
山
の
王
鳳
池
が
.

纂
に
加
わ
り
︑
三
年
か
け
て
完
成
し
た(121

)
︒
本
書
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
の
は
徐
州
出
身
者
の
作
で
あ
り
︑
內
容
は
ほ
ぼ
災
à
・
古
跡
・
氣
�
に
關

す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
閻
憑
の
詩
二
首
︑
閻
圻
の
詩
一
首
︑
閻
焯
貞
の
詩
一
首
︑
閻
焜
貞
の
詩
九
首
が
含
ま
れ
る
が(122

)
︑
閻
爾
梅
の
詩
は
な
い
︒

し
か
し
︑
馮
煦
は
光
緖
十
三
年
に
﹁
重
円
沛
縣
歌
風
書
院
記
﹂
の
中
で
何
度
も
閻
爾
梅
に
言
K
し
︑
銅
山
・
沛
縣
の
人
々
が
こ
の
h
賢
に
倣

い
︑
儒
家
經
典
を
も
と
に
德
性
を
養
い
︑
�
も
手
J
な
こ
と
か
ら
學
べ
ば
︑
地
方
社
會
が
N
和
し
︑
徐
州
人
に
孝
悌
の
心
が
芽
生
え
︑
野
蠻
好

戰
の
氣
風
が
絕
た
れ
る
だ
ろ
う
と
営
べ
て
い
る(123

)
︒
閻
爾
梅
の
�
違
は
︑
反
淸
]
動
と
關
聯
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
修
身
齊
家
に
役

立
つ
重
�
な
テ
キ
ス
ト
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
六
年
後
︑
光
緖
十
九
年

(一
八
九
三
)
に
﹃
白
耷
山
人
集
﹄
が
徐
州
の
�
民
詩
人
萬
壽
祺
﹃
隰
西
草
堂
集
﹄
と
と
も
に
﹃
徐
州
二
�
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民
集
﹄
と
い
う
題
で
再
刊
さ
れ
た
︒
桂
中
行
の
序
�
に
︑

予
﹃
徐
州
詩
徵
﹄
を
刻
し
︑
悦
に
復
た
銅
山
萬
壽
祺
年
少
﹃
隰
西
草
堂
集
﹄・
沛
閻
爾
梅
古
古
﹃
白
耷
山
人
集
﹄
を
得
た
り
︒
伏
し
て
之

を
讀
み
︑
激
楚
の
ä
︑
怨
悱
の
旨
は
︑
竝
び
に
變
å
を
鼓
吹
し
︑
頽
俗
を
鍼
貶
す
る
に
足
る
︒
爰
に
蒿
庵
.
修

(馮
煦
)
に
乞
い
て
復
た

別
に
之
を
擇
ば
し
め
︑
諸
を
木
に
壽
む
︒
人
事
に
牽
æ
さ
れ
︑
七
歲
の
後
に
業
を
卒
う
⁝
(中
略
)⁝
.
修
署
す
る
に
﹁
二
�
民
﹂
を
以
て

す
る
は
︑
以
て
其
の
志
を
哀
れ
む
べ
し
︒

と
見
え(124

)
︑
敎
)
の
Y
圖
は
I
ら
か
で
あ
る
︒
こ
の
序
�
は
馮
煦
が
代
筆
し
た
も
の
な
の
で
︑
桂
中
行
だ
け
で
な
く
︑
馮
煦
の
思
想
も
反
映
さ
れ

て
い
る
と
み
て
よ
い
︒
と
こ
ろ
が
︑﹃
徐
州
二
�
民
集
﹄
の
底
本
に
つ
い
て
は
說
I
さ
れ
て
い
な
い
︒

同
治
﹃
徐
州
府
志
﹄
に
よ
る
と
︑
徐
州
に
は
﹃
閻
爾
梅
�
集
﹄
の
鈔
本
が
一
部
あ
り
︑
卷
數
と
收
藏
地
は
不
I
で
あ
る(125

)
︒﹃
徐
州
詩
徵
﹄
に

孫
]
錦
﹁
m
韵
'
甫
讀
白
耷
山
人
詩
之
作
﹂
と
葉
崇
嵋
﹁
讀
閻
古
古
先
生
�
﹂
が
收
め
ら
れ
て
い
る
が(126

)
︑
こ
こ
で
い
う
﹁
詩
﹂﹁
�
﹂
は
﹃
徐

州
二
�
民
集
﹄
が
出
版
さ
れ
る
X
に
地
元
で
液
傳
し
て
い
た
刊
本
あ
る
い
は
鈔
本
の
こ
と
だ
ろ
う
︒
徐
州
以
外
で
も
︑﹃
白
耷
山
人
集
﹄
は
淸

代
の
私
家
書
目
に
時
折
見
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑﹃
I
�
﹄
の
總
裁
官
徐
乾
學
の
家
に
は
一
部
が
あ
り
︑﹁﹃
�
﹄
二
卷
︑﹃
詩
﹄
十
卷
︒
閻
爾
梅
︒

八
本
﹂
と
彼
の
書
目
に
あ
る(127

)
︒
ま
た
︑
孫
殿
�
は
民
國
初
年
に
北
京
の
瑛
璃
廠
で
十
卷
本
﹃
白
耷
山
人
詩
集
﹄
を
目
睹
し
︑﹁
刻
書
年
M
無
し
︑

�
ぼ
康
熙
閒
の
刊
な
り
︒
卷
六
上
・
下
を
分
か
つ
﹂
と
営
べ
る(128

)
︒
こ
れ
ら
の
卷
數
は
︑
い
ず
れ
も
�
韋
堂
本
と
同
じ
で
あ
る
︒
X
揭
の
七
點
の

�
韋
堂
本
の
存
在
も
考
え
合
わ
せ
る
と
︑
淸
代
に
こ
の
刊
本
が
密
か
に
液
傳
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
し
か
も
︑﹃
徐
州
二
�
民
集
﹄
k
收

の
光
緖
再
刊
本
﹃
白
耷
山
人
集
﹄
の
卷
目
・
²
目
の
	
列
も
�
韋
堂
本
と
同
じ
で
あ
り
︑
そ
れ
を
底
本
と
し
た
と
"
斷
で
き
る
︒

萬
壽
祺
は
自
ら
﹃
內
景
堂
詩
﹄﹃
己
丑
詩
﹄﹃
二
雨
齋
詩
﹄
を
.
集
し
た
が
︑
出
版
さ
れ
な
か
っ
た
︒
康
熙
初
年
に
︑
彼
の
門
人
呂
維
揚
は

﹃
隰
西
草
堂
詩
集
﹄
一
卷
を
出
版
し
た
が
︑
/
光
年
閒
に
は
旣
に
傳
わ
ら
な
く
な
っ
て
い
た
︒
馮
煦
の
弟
子
で
あ
る
銅
山
人
張
伯
英
は
︑
萬
の

詩
�
集
は
禁
書
と
さ
れ
た
後
︑
刻
本
は
殘
っ
て
お
ら
ず
︑
子
孫
も
�
字
獄
を
恐
れ
て
k
藏
し
て
い
な
か
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る(129

)
︒
し
か
し
︑
確

か
に
忌
諱
の
字
句
は
あ
っ
た
が
︑
禁
書
と
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
︒
萬
壽
祺
の
長
子
萬
睿
は
歲
貢
生
で
あ
り
︑
そ
の
後
子
孫
が
出
仕
す
る
こ
と
は
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な
か
っ
た(130

)
︒
閻
氏
の
よ
う
な
b
力
一
族
で
は
な
い
の
で
︑
先
人
の
著
作
を
.
纂
・
出
版
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
︒
そ
し
て
︑
詩
�
集

の
發
行
部
數
が
少
な
か
っ
た
た
め
に
︑
傳
わ
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

咸
豐
元
年

(一
八
五
一
)
︑
銅
山
人
孫
]
錦
は
萬
氏
の
手
稿
を
も
と
に
﹃
隰
西
草
堂
集
﹄
を
.
集
し
︑
左
茂
桂
・
左
茂
樹
兄
弟
に
高
郵
で
刊
行

さ
せ
た(131

)
︒
孫
は
/
光
五
年

(一
八
二
五
)
の
拔
貢
生
で
あ
り
︑
閻
爾
梅
詩
と
吳
應
箕
﹃
樓
山
堂
集
﹄
(
彼
が
見
た
の
は
貴
池
縣
陳
之
瑞
藏
舊
刊
本
で
︑

な
か
に
は
﹁
塗
抹
﹂
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
い
う
)
・﹃
乾
坤
正
氣
集
﹄
(淸
末
怨
刊
本
)
な
ど
の
禁
書
を
愛
讀
し(132

)
︑
魯
一
同
﹃
白
耷
山
人
年
�
﹄

の
.
纂
に
も
深
く
關
わ
っ
て
い
た(133

)
︒
咸
豐
七
年

(一
八
五
七
)
に
孫
は
門
人
の
張
介
・
張
ç
に
咸
豐
元
年
本
の
錯
訛
を
校
正
さ
せ
︑
原
の
板
木

を
剜
改
し
て
正
誼
堂
本
を
作
っ
た(134

)
︒
光
緖
再
刊
本
﹃
隰
西
草
堂
集
﹄
の
底
本
は
︑
咸
豐
後
刊
本
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒
な
お
︑
上
海
本
乙

﹃
白
耷
山
人
詩
集
﹄
の
孫
]
錦
序
を
見
れ
ば
︑
彼
と
左
茂
桂
も
閻
集
を
再
刊
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る(135

)
︒

以
上
を
ま
と
め
る
と
︑﹃
徐
州
二
�
民
集
﹄
の
出
版
以
X
に
地
元
知
識
人
に
よ
る
�
民
の
詩
�
閱
讀
・
出
版
が
始
ま
り
︑
桂
中
行
・
馮
煦
が

こ
の
潮
液
を
さ
ら
に
�
め
た
︑
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒
光
緖
二
十
一
年

(一
八
九
五
)
に
上
�
人
羅
振
玉
の
父
は
徐
州
で
任
官
し
て
い
た
が
︑

振
玉
に
怨
刊
の
﹃
徐
州
二
�
民
集
﹄
を
郵
F
し
た(136

)
︒
二
年
後
︑
蘇
州
人
葉
昌
熾
も
馮
煦
か
ら
一
部
を
贈
�
さ
れ
た(137

)
︒
羅
振
玉
の
よ
う
な
知
識
人

は
光
緖
再
刊
本
を
'
し
て
初
め
て
閻
・
萬
の
作
品
を
理
解
し
た
︒
ま
た
︑﹁
徐
州
二
�
民
﹂
と
い
う
呼
稱
が
社
會
に
m
第
に
定
着
し
︑
政
府
の

閻
爾
梅
に
對
す
る

價
も
變
)
し
た
︒
光
緖
二
十
三
年
︑
沛
縣
知
縣
馬
光
勳
が
閻
爾
梅
の
墓
に
碑
を
立
て
︑
h
賢
と
表
頴
し
た(138

)
︒
そ
し
て
︑
光

緖
二
十
九
年
九
M
に
は
︑
兩
江
總
督
と
江
蘇
n
撫
ら
が
閻
爾
梅
を
﹁
忠
孝
完
人
﹂
で
﹁
後
世
の
儀
型
と
爲
す
に
足
る
﹂
と
し
て
︑
h
賢
祠
に
祀

る
よ
う
上
奏
し(139

)
︑
年
末
に
は
北
京
か
ら
許
可
を
得
て
い
る(140

)
︒

第
三
�

光
緖
再
刊
本
の
性
格
と

價

『徐
州
詩
�
﹄
と
﹃
徐
州
二
�
民
集
﹄
の
.
集
に
は
I
ら
か
な
聯
續
性
が
あ
る
︒
た
だ
︑
後
者
は
タ
イ
ト
ル
に
﹁
徐
州
﹂
を
揭
げ
︑
地
方
�

獻
の
保
存
を
裝
っ
て
い
る
が
︑
實
は
禁
書
た
る
﹃
白
耷
山
人
集
﹄
を
再
刊
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
現
象
は
と
く
に
珍
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し
い
わ
け
で
は
な
い
︒
/

光
年
閒
以
影
︑
各
地
で
出

版
さ
れ
た
地
方
叢
書(141

)
に
は
︑

禁
書
で
あ
る
か
ど
う
か
に

關
係
な
く
︑
重
�
な
地
方

�
獻
で
あ
れ
ば
收
錄
さ
れ

た
︒
し
た
が
っ
て
︑
禁
書

に
は
地
方
叢
書
を
'
し
て

再
び
世
に
出
た
も
の
が
よ

く
あ
る
︒﹃
續
彙
刻
書
目
﹄

﹃
叢
書
書
目
彙
.
﹄﹃
叢
書

書
目
續
.
初
集
﹄﹃
叢
書

目
錄
拾
�(142

)
﹄
に
よ
れ
ば
︑

實
例
は
以
下
の
'
り
で
あ

る
︒I

代
あ
る
い
は
淸
初
の

﹃
鹽
邑
志
林
﹄﹃
寧
都
三
魏

 
集
﹄﹃
嶺
南
三
大
家
詩

¯
﹄
を
除
け
ば
︑
大
部
分
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表一 禁書を含んだ淸末の地方叢書

刊行年代 刊行地 叢書名 刊行者 再刊禁書

/光八年 浙江海鹽縣 『鹽邑志林』 樊維城 Ö曉『吾學.餘』

/光十六年 江蘇太倉州 『婁東雜著』 邵廷烈 吳洩業『梅村詩話』

/光十六年 河北容城縣 『容城三賢�集』 張斐然 孫奇é『容城鍾元孫先生�集』

/光二十年 廣東 『粤十三家集』 伍元薇 黎z球『蓮鬚閣集』

/光二十五年 江蘇太倉州 『婁東雜著續刊』 邵廷烈 吳洩業『梅村集外詩』

/光二十五年 江西寧都縣 『寧都三魏 集』 林時益
魏禧『魏叔子�集外²』
『詩集』『日錄』、魏禮『魏季
子�集』等

/光〜
同治年閒

廣東 『嶺南�書』 伍元薇
黃瑜『雙槐歲鈔』、陳子壯
『昭代經濟言』

/光三十年〜
光緖元年

廣東 『粤å堂叢書』
伍崇ë
(すなわち元薇)

焦竑『焦氏筆乘』『國�經
籍志』『焦氏類林』、吳應箕
『樓山堂集』、黃宗羲『南雷
�定』等

咸豐年閒 浙江台州府 『台州叢書後集』 楊晨 陳函輝『陳í山�』

同治二年 廣東 『廣東�獻初集』 羅學î
黎z球『蓮鬚閣集』、陳恭
尹『獨漉堂集』

同治七年 廣東 『嶺南三大家詩¯』 王隼
屈大均『/ï堂集¯』、陳
恭尹『獨漉堂集¯』

光緖年閒 河北定州 『畿輔叢書』 王灝
王家禎『王少司馬奏議』、
孫奇é『孫夏鋒先生�書』

光緖中� 浙江杭州府 『武林掌故叢.』 丁丙 袁宏/『西湖記営』

光緖中� 浙江紹興府 『紹興先正�書』 徐友蘭 黃宗羲『行#錄』

光緖中� 江西南昌府 『豫違叢書』 陶福履
徐世溥『江變紀略』『楡溪
詩鈔』『楡溪詩話』

光緖十七年 湖北 『湖北叢書』 趙尙輔 鍾惺『�懷』

光緖二十五年 江蘇常州府 『常州先哲�書』 盛宣懷 李應昇『落落齋�集』

光緖二十七年 安þ貴池縣 『貴池二妙集』 劉世珩
吳應箕『樓山堂集』、劉城
『嶧桐�集』『詩集』

光緖二十八年 安þ貴池縣 『貴池先哲�書』 劉世珩
吳應箕『東林本末』『�禎
兩#剝復錄』『留都見聞錄』
『讀書止觀錄』



は
淸
末
の
人
物
が
怨
.
・
怨
刻
し
た
も
の
で
あ
る
︒
刊
行
者
に
は
︑
邵
廷
烈
・
伍
元

薇
・
王
灝
・
丁
丙
・
徐
友
蘭
・
劉
世
珩
な
ど
地
元
の
藏
書
家
が
多
い
が
︑
陶
福
履
・

趙
尙
輔
・
ô
宣
懷
な
ど
在
職
官
僚
の
例
も
見
ら
れ
る
︒
出
版
地
は
浙
江
・
江
蘇
・
廣

東
省
等
人
口
が
集
中
し
︑
經
濟
が
發
ç
し
た
地
域
が
多
い
︒
こ
れ
ら
の
地
域
に
は
知

識
人
と
藏
書
家
が
多
く
︑
彼
ら
は
地
方
�
)
の
發
揚
に
熱
心
だ
っ
た
︒
し
か
も
︑
淸

初
に
反
淸
]
動
が
�
も
激
し
く
︑
禁
書
作
者
を
輩
出
し
た
地
域
が
多
い
︒
乾
隆
?
は

か
つ
て
﹁
筆
墨
妄
議
﹂
の
事
は
お
お
よ
そ
江
蘇
・
浙
江
省
に
�
も
多
く
︑
江
西
・
廣

東
・
福
円
・
湖
北
・
湖
南
等
に
も
存
在
す
る
と
言
っ
た(143

)
︒
こ
れ
ら
の
地
域
に
は
淸
代

を
'
じ
て
歷
�
記
憶
が
聯
續
し
て
い
た
と
言
え
る
︒

『徐
州
二
�
民
集
﹄
は
︑
こ
の
よ
う
な
地
方
叢
書
の
形
式
で
禁
書
を
再
刊
す
る
風
潮

の
一
R
を
な
し
て
い
た
が
︑
公
然
と
﹁
�
民
﹂
を
揭
げ
た
命
名
例
は
︑
管
見
の
限
り

で
は
ほ
か
に
な
い
︒

し
か
し
︑
淸
#
の
官
僚
で
あ
っ
た
桂
中
行
と
馮
煦
の
.
集
は
原
本
に
忠
實
で
は
な

か
っ
た
︒
光
緖
再
刊
本
と
�
韋
堂
本
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
︑
²
目
の
H
除
狀
況

が
わ
か
る
︒

光
緖
再
刊
本
で
は
︑
�
韋
堂
本
の
少
な
く
と
も
四
分
の
一
が
H
除
さ
れ
て
い
る
︒

H
除
さ
れ
た
²
目
に
は
m
の
よ
う
な
特
�
が
あ
る
︒

(一
)
�
學
�
價
値
が
重
�
な
¯
擇
の
標
準
で
あ
り
︑
凡
庸
な
風
景
詩
・
贈
答
詩
は
多

く
落
¯
し
た
︒
現
實
に
無
關
係
な
復
古
詩
體
で
は
︑
古
逸
が
す
べ
て
H
除
さ
れ
︑
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表二 �韋堂本と光緖再刊本『白耷山人集』との²數の比�

�韋堂本の²數 光緖再刊本の²數 留保割合

詩集

卷一 一二 〇 〇

卷二 二七 四 一四・八

卷三 三七 三十 八一・一

卷四 四五 三二 七一・一

卷五 一〇八 八八 八一・五

卷六上 一七九 一二〇 六七・〇

卷六下 二〇六 一五〇 七二・八

卷七 二一 十五 七一・四

卷八 二二一 一六〇 七二・四

卷九 六 二 三三・三

卷十 一 〇 〇

�集
卷上 三三 二一 六三・六

卷下 三一 一六 五一・六



樂
府
で
は
﹁
善
哉
行
﹂﹁
猛
虎
行
﹂﹁
君
子
行
﹂﹁
臨
高
臺
﹂
の
み
が
殘
さ
れ
た
︒

(二
)
｢元
ö
與
龔
孝
升
紀
伯
榮
白
仲
N
同
用
錢
牧
齋
灯
屛
舊
韻
﹂
の
よ
う
に
標
題
に
錢
÷
益
の
名
が
見
え
る
も
の
︑
あ
る
い
は
﹁
春
夜
集
鴛
止

堂
﹂
の
よ
う
に
�
中
に
錢
へ
の
言
K
が
あ
る
も
の
は
一
律
に
H
除
さ
れ
た
︒
乾
隆
?
は
錢
の
著
作
に
對
し
て
﹁
均
し
く
�
に
死
す
る
能

わ
ず
︑
靦
顏
苟
活
す
る
を
以
て
︑
乃
ち
名
を
È
國
に
託
し
て
︑
妄
り
に
狂
狺
を
肆
に
す
︒
其
の
人
實
に
齒
す
る
に
足
ら
ず
︑
其
の
書
豈

に
復
た
存
す
べ
け
ん
や
︒
自
ら
應
に
ø
細
査
I
し
︑
槪
ね
燬
棄
を
行
う
べ
し
﹂
と
命
じ
て
い
た(144

)
︒
馮
煦
は
こ
の
指
示
に
忠
實
に
從
っ
て

い
た
が
︑
そ
の
一
方
で
�
可
法

(﹁
答
�
/
ú
閣
部
﹂)
︑
黃
/
周

(﹁
黃
石
齋
先
生
南
謫
余
於
珠
海
閘
F
之
﹂)
︑
傅
山

(﹁
訪
傅
靑
1
於
松
莊
﹂)
︑

王
弘
Ø

(﹁
華
陰
書
王
山
�
齋
中
﹂)
な
ど
﹁
忠
臣
﹂
に
關
す
る
內
容
は
大
體
保
存
さ
れ
た
︒

(三
)
狎
妓
に
つ
い
て
の
²
目
は
す
べ
て
H
除
さ
れ
た
︑
例
え
ば
﹁
秋
夜
聽
妓
人
度
曲
﹂﹁
王
穆
如
王
衡
之
携
妓
招
飮
秦
淮
時
同
周
吳
昉
許
方
來

蔣
赤
臣
﹂﹁
七
夕
b
女
郞
見
招
者
1
人
病
不
能
T
余
獨
醉
其
家
題
此
﹂
な
ど
︒

(四
)
禪
修
あ
る
い
は
禪
寺
訪
問
の
²
目
︑
例
え
ば
﹁
夜
宿
湛
若
僧
舍
﹂﹁
元
夜
題
少
林
方
丈
﹂
な
ど
の
多
く
が
H
除
さ
れ
た
︒

(五
)
淸
軍
の
ý
殺
を
Í
示
し
た
詩
�
︑
例
え
ば
﹁
譚
長
益
営
其
家
破
狀
甚
慘
因
成
一
首
﹂
な
ど
は
す
べ
て
H
除
さ
れ
た
︒

(二
)
(三
)
(四
)
は
儒
家
の
﹁
忠
孝
�
義
﹂
と
い
う
/
德
標
準
に
合
わ
な
い
︒
I
#
を
偲
ぶ
感
傷
�
�
違
に
は
危
險
性
は
な
か
っ
た
が
︑

(五
)
は
依
然
と
し
て
許
さ
れ
な
か
っ
た
︒
こ
う
し
て
み
る
と
︑﹃
徐
州
二
�
民
集
﹄
の
出
版
動
機
の
一
つ
は
︑
儒
家
/
德
を
用
い
て
徐
州
の
民

風
を
變
)
さ
せ
る
こ
と
に
あ
り
︑
I
の
�
民
を
忠
臣
の
模
範
と
し
て
淸
#
に
も
忠
�
を
盡
す
よ
う
促
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
馮
煦

に
と
っ
て
は
︑
閻
爾
梅
だ
け
で
な
く
︑
他
の
�
民
の
�
集
も
同
じ
よ
う
な
效
果
を
發
揮
す
る
も
の
だ
っ
た
︒
彼
は
か
つ
て
表
一
に
見
え
る
﹃
魏

叔
子
集
﹄
を
讀
み
︑
魏
禧
の
�
違
が
儒
家
士
大
夫
の
精
神
を
育
み
︑
知
識
人
に
徇
�
の
勇
氣
を
與
え
る
と
激
賞
し
た(145

)
︒

『徐
州
二
�
民
集
﹄
は
多
く
の
�
違
が
H
除
さ
れ
た
の
に
︑
以
後
三
十
年
に
わ
た
っ
て
入
手
し
や
す
い
唯
一
の
も
の
で
あ
っ
た
た
め
︑
廣
く

讀
ま
れ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
批
"
�
な
聲
も
あ
っ
た
︒
例
え
ば
︑
羅
振
玉
は
﹃
隰
西
草
堂
集
﹄
の
盈
�
を
不
滿
に
思
い(146

)
︑
劉
承
幹
も
﹃
白
耷
山
人

集
﹄
淸
初
刊
本
の
液
傳
は
珍
し
く
︑
徐
州
怨
刻
は
¯
本
に
�
ぎ
な
い
と
�
憾
の
Y
を
表
し
た(147

)
︒

― 59 ―

647



辛
亥
革
命
が
勃
發
し
た
時
︑
匪
o
が
沛
縣
・
夏
鎭
を
陷
落
さ
せ
︑
官
員
が
D
E
し
︑
徐
州
は
ほ
と
ん
ど
無
政
府
狀
態
と
な
っ
た
︒
民
國
元
年

(一
九
一
二
)
三
M
末
︑
南
方
革
命
軍
は
徐
州
に
至
り
︑
當
地
の
秩
序
を
囘
復
さ
せ
る
と
と
も
に
︑
强
引
に
剪
髮
令
を
實
施
し
た
︒
と
こ
ろ
が
︑

南
方
革
命
政
府
の
瓜
治
力
は
�
く
︑
民
國
九
年
ま
で
多
く
の
h
民
が
髮
辮
を
保
っ
て
い
た(148

)
︒
戰
亂
の
爲
に
徐
州
は
甚
だ
し
く
破
壞
さ
れ
︑
府
治

に
保
存
さ
れ
て
い
た
﹃
徐
州
詩
�
﹄
の
版
木
は
五
割(149

)
︑﹃
徐
州
二
�
民
集
﹄
の
版
木
は
三
割
が
失
わ
れ
た(150

)
︒

革
命
の
二
年
後
に
︑
雲
龍
書
院
で
の
馮
煦
の
弟
子
で
あ
る
王
嘉
詵
は
徐
州
の
知
識
人
王
果
亭
・
陳
沅
秋
ら
と
﹃
徐
州
二
�
民
集
﹄
を
補
刻
し
︑

卷
首
に
閻
爾
梅
と
萬
壽
祺
の
畫
宴
を
加
え
︑
馮
煦
が
各
々
宴
贊
を
書
い
た(151

)
︒
王
嘉
詵
は
補
刻
本
の
跋
�
で
淸
#
を
懷
か
し
み
︑
現
在
兩
�
民
の

氣
風
が
殘
っ
て
い
な
い
こ
と
を
嘆
い
た(152

)
︒
徐
州
の
多
く
の
人
が
中
華
民
國
に
心
を
傾
け
︑
淸
#
の
�
民
が
少
な
い
こ
と
を
Í
に
皮
肉
っ
た
の
で

あ
る
︒
補
刻
本
の
/
德
�
・
政
治
�
Y
味
合
い
は
さ
ら
に
强
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
︒
淸
�
民
の
グ
ル
ー
プ
內
で
は
︑
補
刻
本
が
や
り
と
り
さ

れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
民
國
四
年

(一
九
一
五
)
に
Ö
孝
胥
は
萬
壽
祺
の
子
孫
か
ら
補
刻
本
を
贈
ら
れ(153

)
︑
民
國
八
年
に
は
馮
煦
が
こ
れ
を
同
年

�
士
の
陳
衍
に
贈
�
し
て
い
る(154

)
︒

一
方
︑
徐
州
籍
の
革
命
黨
と
閻
氏
の
子
孫
は
保
守
Ç
の
立
場
に
反
對
し
て
い
た
︒
民
國
二
年

(
一
九
一
三
)
閻
漢
亭
が
閻
氏
を
代
表
し
て
家

藏
の
閻
爾
梅
集
を
持
っ
て
北
京
に
行
き
︑
北
洋
政
府
に
再
刊
を
懇
願
し
た
が
︑
政
局
の
混
亂
の
た
め
に
叶
わ
な
か
っ
た(155

)
︒
漢
亭
は
淸
代
の
拔
貢

生
で
あ
り
︑
淸
末
に
河
南
直
隸
州
の
州
"
を
經
て
︑
當
時
は
沛
縣
公
署
第
二
科
科
長
で
あ
り
︑
沛
縣
の
b
力
者
で
あ
っ
た(156

)
︒
民
國
十
一
年
に
宿

�
人
張
相
�
は
閻
漢
亭
の
協
力
に
よ
り
︑
炅
焸
校
本
を
底
本
と
し
て
﹃
閻
古
古
 
集
﹄
を
出
版
し
︑
そ
の
序
�
で
︑
淸
#
の
瓜
治
と
禁
書
政
策

が
是
非
を
轉
倒
さ
せ
︑
結
局
閻
爾
梅
の
事
跡
が
失
わ
れ
た
と
痛
烈
に
批
"
し
た(157

)
︒
張
は
共
和
制
度
を
荏
持
し
︑
袁
世
凱
を
代
表
と
す
る
舊
官
僚

に
反
感
を
�
い
て
い
た(158

)
︒
彼
の
弟
子
吳
其
轅
も
︑
跋
�
に
お
い
て
︑
現
在
の
中
國
は
禽
獸
の
域
に
J
づ
き
︑
も
は
や
國
と
は
言
え
な
い
と
営
べ
︑

も
し
閻
爾
梅
が
生
き
て
い
た
な
ら
ば
︑
必
ず
﹁
賣
國
p
親
者
﹂
の
存
在
を
恥
じ
る
だ
ろ
う
と
営
べ
︑
閻
爾
梅
を
例
と
し
て
國
家
1
義
を
唱
�
し
︑

中
華
民
國
に
お
い
て
﹁
忠
孝
�
義
﹂
は
依
然
と
し
て
價
値
が
あ
る
も
の
の
︑
そ
の
對
象
は
今
や
君
王
あ
る
い
は
#
廷
で
は
な
く
︑
國
家
で
あ
る

と
言
っ
た(159

)
︒
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『徐
州
二
�
民
集
﹄
と
﹃
閻
古
古
 
集
﹄
を
み
れ
ば
︑
光
緖
年
閒
か
ら
民
國
初
年
に
か
け
て
︑
禁
書
再
刊
]
動
に
地
方
知
識
人
・
藏
書
家
・

舊
官
僚
・
革
命
黨
な
ど
樣
々
な
グ
ル
ー
プ
が
關
與
し
︑
そ
の
¯
擇
標
準
と
目
�
も
非
常
に
多
樣
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
社
會
が
激
し
く
變

)
し
て
い
る
時
代
に
は
︑
一
人
一
人
が
閻
爾
梅
集
の
テ
キ
ス
ト
に
衣
な
る
︑
時
に
は
相
反
す
る
�
�
さ
え
讀
み
l
ん
で
い
た
の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

淸
#
は
I
#
の
多
く
の
官
僚
と
知
識
人
を
體
制
に
	
え
入
れ
た
の
で
︑
そ
こ
に
は
I
末
の
人
閒
關
係
も
生
き
て
い
た
︒
閻
爾
梅
は
捕
ら
え
ら

れ
た
後
︑
復
社
の
友
人
詹
謹
之
の
信
賴
を
利
用
し
て
D
E
し
た
︒
ま
た
︑
b
名
な
﹁
貳
臣
﹂
龔
鼎
孳
に
何
度
救
わ
れ
て
も
︑
爾
梅
は
,
然
と
し

て
い
た
が
︑
龔
は
か
え
っ
て
自
分
が
I
�
民
の
正
/
に
は
ず
れ
︑
良
友
に


く
の
を
恥
じ
る
と
言
っ
た(160

)
︒
舊
¼
が
依
然
と
し
て
存
在
し
︑
政
權

が
不
安
定
だ
っ
た
た
め
に
︑
順
治
か
ら
康
熙
末
�
に
か
け
て
斷
續
�
に
殘
�
な
�
字
獄
が
あ
っ
た
と
は
い
え
︑
體
系
�
な
禁
書
政
策
は
と
ら
れ

な
か
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
康
煕
年
閒
に
は
I
�
民
の
著
作
が
多
量
に
出
版
さ
れ
︑
液
傳
し
て
い
た
が
︑
乾
隆
#
に
至
る
と
禁
書
と
な
っ
た
︒
そ

こ
に
は
﹃
白
耷
山
人
集
﹄
も
含
ま
れ
て
い
た
︒

順
治
の
大
�
案
の
後
︑
閻
氏
は
科
擧
を
'
じ
て
地
元
の
名
門
一
族
と
な
っ
た
だ
け
で
な
く
︑
地
方
官
僚
か
ら
の
特
別
な
庇
護
も
�
け
た
︒
閻

爾
梅
は
沛
縣
に
歸
っ
た
後
︑
當
時
の
知
縣
徐
懋
昭
の
訪
問
を
﹁
野
�
﹂
で
	
え
︑
親
し
い
友
人
の
よ
う
で
あ
っ
た(161

)
︒
乾
隆
初
年
に
︑
知
縣
李
棠

は
閻
大
鏞
の
﹃
俁
俁
集
﹄
に
忌
諱
の
�
字
を
發
見
し
︑
直
ち
に
本
を
燒
却
し
た
が
︑
中
央
政
府
に
は
報
吿
し
な
か
っ
た
︒
閻
氏
を
保
護
し
よ
う

と
し
た
の
だ
ろ
う
︒
乾
隆
二
十
六
年

(一
七
六
一
)
に
閻
氏
に
再
び
�
字
獄
が
�
る
X
に
は
︑
知
縣
の
荊
如
棠
は
閻
大
鏞
と
の
對
立
を
©
け
よ

う
と
し
て
い
た
︒
閻
大
鏞
が
�
激
な
行
動
に
出
ず
︑
閻
士
金
が
荊
如
棠
を
挑
發
し
な
け
れ
ば
︑﹃
白
耷
山
人
集
﹄
は
少
な
く
と
も
そ
の
時
點
で

は
禁
じ
ら
れ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒

乾
隆
三
十
八
年

(一
七
七
三
)
に
各
省
に
書
物
を
廣
く
買
い
求
め
さ
せ
て
﹃
四
庫
 
書
﹄
の
.
纂
が
始
ま
っ
て
か
ら
︑
禁
書
政
策
は
 
國
�

規
模
で
推
し
�
め
ら
れ
た(162

)
︒
し
か
し
︑
禁
書
政
策
を
强
力
に
實
施
し
た
�
閒
は
三
十
年
に
滿
た
な
か
っ
た
︒
梁
�
超
・
錢
穆
・
蕭
一
山
・
湯
淺
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幸
孫
等
は
淸
代
の
�
字
獄
・
禁
書
を
�
大

價
し
て
い
る
が
︑
筆
者
は
そ
う
し
た
見
方
に
留
保
を
付
し
て
い
る
杉
村
勇
(
・
趙
志
毅
・
黃
裳
等

の
見
方
が
穩
當
だ
と
考
え
る
︒
ま
た
︑
劉
乾
・
松
村
昂
・
王
鋭
森
は
/
光
以
影
の
禁
書
再
刊
を
指
摘
し
つ
つ
も
︑
そ
の
具
體
�
な
�
%
に
つ
い

て
ほ
と
ん
ど
I
言
せ
ず
︑
地
域
特
b
の
事
!
を
看
�
し
て
い
る
が
︑
本
稿
で
は
徐
州
と
い
う
地
域
に
お
い
て
禁
書
再
刊
の
具
體
�
樣
相
を
見
て

き
た
︒

太
,
天
國
の
亂
の
影
;
を
�
け
︑
咸
豐
・
同
治
年
閒
に
江
南
・
廣
東
地
域
の
禁
書
再
刊
]
動
は
暫
く
下
火
に
な
っ
た
が
︑
光
緖
年
閒
に
再
び

盛
ん
に
な
っ
た
︒
單
行
本
だ
け
で
な
く
︑
叢
書
に
含
ま
れ
る
形
で
再
刊
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
︒﹃
徐
州
二
�
民
集
﹄
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
官
僚

で
あ
る
桂
中
行
・
馮
煦
ら
が
禁
書
を
再
刊
し
た
目
�
は
︑
h
賢
の
表
頴
に
よ
る
地
方
�
)
の
掘
り
�
こ
し
に
加
え
て
︑
I
�
民
の
﹁
忠
孝
�

義
﹂
精
神
を
利
用
し
て
︑
衰
頽
す
る
淸
#
の
荏
	
體
制
を
再
興
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
︒
彼
ら
が
閻
爾
梅
の
詩
�
を
¯
擇
し
た
時
に
考
え
た
の

は
︑
�
學
�
價
値
に
加
え
て
︑
儒
家
/
德
に
�
合
す
る
か
ど
う
か
だ
っ
た
︒

『徐
州
二
�
民
集
﹄
の
.
纂
者
馮
煦
は
�
後
ま
で
淸
#
の
�
民
と
し
て
生
き
た
︒
彼
の
學
生
も
﹃
徐
州
二
�
民
集
﹄
に
よ
り
つ
つ
︑
辛
亥
革

命
後
の
社
會
に
�
民
精
神
が
す
で
に
失
わ
れ
て
い
る
と
批
"
し
た
︒
一
方
︑
民
國
初
年
に
張
相
�
が
閻
氏
家
族
の
助
力
に
よ
り
︑
炅
焸
校
本
を

も
と
に
﹃
閻
古
古
 
集
﹄
を
出
版
し
た
背
景
に
は
︑
革
命
黨
の
政
治
�
�


が
存
在
し
た
︒
淸
末
民
初
に
お
い
て
﹃
白
耷
山
人
集
﹄
は
三
囘
刊

行
さ
れ
た
が
︑
そ
の
Y
味
は
そ
れ
ぞ
れ
衣
な
っ
て
い
た
︒
總
じ
て
い
え
ば
︑
禁
書
再
刊
は
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
表
現
す
る
手
段
な
の
で

あ
っ
た
︒

�(1
)

梁
�
超
﹃
中
國
J
三
百
年
學
�
�
﹄︑
中
華
書
局
︑
一
九
八
九
年
︑

一
七
頁
︒
錢
穆
﹃
國
�
大
綱
﹄︑
商
務
印
書
館
︑
一
九
九
六
年
︑
八

五
七
～
八
六
〇
頁
︒
蕭
一
山
は
︑
と
く
に
乾
隆
時
代
の
禁
書
摘
發
に

人
々
が
危
機
感
を
覺
え
︑﹁
句
讀
訓
詁
無
用
之
學
�
﹂
以
外
は
硏
究

さ
れ
な
く
な
っ
た
と
す
る

(﹃
淸
代
'
�
﹄
中
卷
︑
中
華
書
局
︑
一

九
八
六
年
︑
三
三
頁
)︒
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(2
)

湯
淺
幸
孫
﹁
湖
州
莊
氏
の
�
案
と
參
訂
の
�
家
﹂﹃
�
林
﹄
第
五

一
卷
第
四
號
︑
一
九
六
八
年
︑
四
四
頁
︒

(3
)

岡
本
さ
え
﹃
淸
代
禁
書
の
硏
究
﹄︑
東
京
大
學
出
版
會
︑
一
九
九

六
年
︑
一
七
～
一
九
頁
︒

(4
)

井
上
�
﹁
樸
學
の
背
景
﹂﹃
東
方
學
報
﹄
第
六
四
册
︑
一
九
九
二

年
︑
二
七
九
～
三
四
四
頁
︒

(5
)

趙
志
毅
﹁
淸
代
�
字
獄
辨
﹂﹃
東
南
�
)
﹄
一
九
九
七
年
第
三
�
︑

六
八
～
七
一
頁
︒

(6
)

L
u
th
er
C
arrin
g
ton
G
ood
rich
,T
h
e
L
iterary
In
qu
isition
of

C
h
i̓en
-lu
n
g,
W
av
erly
P
ress,
1935,
p
p
.19-37.

(7
)

丁
原
基
﹃
淸
代
康
雍
乾
三
#
禁
書
原
因
之
硏
究
﹄︑
華
正
書
局
b

限
公
司
︑
一
九
八
三
年
︑
二
頁
︒

(8
)

郭
成
康
・
林
鐵
鈞
﹃
淸
#
�
字
獄
﹄︑
群
衆
出
版
社
︑
一
九
九
〇

年
︑
三
四
頁
︒

(9
)

潘
承
玉
﹃
淸
初
詩
壇
：
卓
爾
堪
與
︽
�
民
詩
︾
硏
究
﹄︑
中
華
書

局
︑
二
〇
〇
四
年
︑
二
二
〇
頁
︒

(10
)

杉
村
勇
(
﹁
�
字
獄
・
禁
書
﹂﹃
乾
隆
皇
?
﹄︑
二
玄
社
︑
一
九
六

一
年
︑
九
二
頁
︒

(11
)

R
.K
en
t
G
u
y
,T
h
e
E
m
peror̓
s
F
ou
r
T
reasu
ries
:
S
ch
olars

an
d
th
e
S
tate
in
th
e
L
ate
C
h
i̓en
-lu
n
g
E
ra,
H
arv
ard

U
n
iv
ersity
P
ress,
1987,p
p
.158-171.
ま
た
︑
ガ
イ
は
︑
一
七
七

〇
年
以
X
は
乾
隆
?
の
書
籍
に
對
す
る
態
度
が
か
な
り
�
大
だ
っ
た

と
す
る

(p
p
.33-34)︒
黃
愛
,
﹃
四
庫
 
書
纂
修
硏
究
﹄︑
中
國

人
民
大
學
出
版
社
︑
一
九
八
九
年
︑
四
〇
頁
︒
吳
哲
夫
﹃
四
庫
 
書

纂
修
之
硏
究
﹄︑
國
立
故
宫
O
物
院
︑
一
九
九
〇
年
︑
二
一
四
～
二

一
六
頁
︒
黃
裳
﹁
淸
代
�
禁
書
﹂﹃
楡
下
雜
說
﹄︑
一
九
九
二
年
︑
上

海
古
籍
出
版
社
︑
一
九
五
頁
︒

(12
)

劉
乾
﹁
論
/
光
年
閒
�
重
刻
禁
書
﹂﹃
�
物
﹄
一
九
八
二
年
第
六

�
︑
六
三
頁
︒

(13
)

松
村
昂
﹃
淸
詩
總
集
敍
錄
﹄︑
Â
古
書
院
︑
二
〇
一
〇
年
︑
二
八

三
頁
︒

(14
)

謝
國
楨
﹃
晚
I
�
籍
考
﹄
︑
北
,
圖
書
館
︑
一
九
三
二
年
︒
L
y
n
n

A
.
S
tru
v
e,
T
h
e

M
in
g-Q
in
g

C
on
flict,
1
6
1
9
-1
6
8
3
：
A

H
istoriograph
y
an
d
S
ou
rce
G
u
id
e,
A
ssociation
for
A
sian

S
tu
d
ies,
1998.

(15
)

李
爽
﹁︽
錢
3
杜
詩
︾
決
定
性
突
破
淸
廷
禁
衛
令
考
営
﹂
﹃
杜
甫
硏

究
學
刊
﹄
二
〇
〇
九
年
第
四
�
︑
八
八
～
九
四
頁
︒

(16
)

王
鋭
森
﹃
權
力
�
毛
細
管
作
用
：
淸
代
�
思
想
︑
學
�
與
心
態
﹄︑

聯
經
出
版
事
業
︑
二
〇
一
四
年
︑
六
〇
五
～
六
四
五
頁
︒

(17
)

管
見
の
限
り
︑
川
È
守
﹁
淸
初
︑
莊
氏
�
禍
事
件
と
南
潯
鎭
社

會
﹂﹃
九
州
大
學
東
洋
�
論
集
﹄
第
一
一
號
︑
一
九
八
三
年
︑
一
三

八
～
一
六
〇
頁
︑
孔
勇
﹁
乾
隆
#
︽
孔
氏
家
儀
︾
禁
衛
案
怨
探

︱
︱
基
於
禮
儀
衝
突
與
官
紳
矛
盾
雙
重
視
角
�
硏
究
﹂﹃
�
�
﹄
二

〇
一
七
年
第
四
�
︑
二
五
三
～
二
七
九
頁
に
�
ぎ
な
い
︒
王
雯
毓

﹁
蔣
士
銓
の
戲
曲
制
作
と
�
字
獄
﹂
(﹃
日
本
中
國
學
會
報
﹄
第
五
六

集
︑
二
〇
〇
四
年
︑
二
一
〇
～
二
二
四
頁
)
は
︑
彭
家
屛
の
�
字
獄

が
�
人
の
創
作
に
與
え
た
影
;
に
言
K
す
る
︒

(18
)

吳
山
嘉
﹃
復
社
姓
氏
傳
略
﹄
卷
四
﹁
南
直
﹂︑
中
國
書
店
景
印
/

光
刊
本
︑
一
九
九
〇
年
︒

(19
)

『淸
�
稿
﹄
卷
五
〇
〇
・
列
傳
二
八
七
﹁
閻
爾
梅
﹂︑
中
華
書
局
︑
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一
九
七
七
年
︑
一
三
八
二
〇
～
一
三
八
二
一
頁
︒

(20
)

魯
一
同
.
﹃
白
耷
山
人
年
�
﹄︑﹃
嘉
業
堂
叢
書
﹄︑
民
國
四
年
刊

本
k
收
︒

(21
)

張
相
�
.
﹃
白
耷
山
人
年
�
﹄︑﹃
閻
古
古
 
集
﹄︑
民
國
十
一
年

中
國
地
學
會
排
印
本
k
收
︒

(22
)

楊
鍾
羲
﹃
]
橋
詩
話
﹄
卷
一
︑
北
京
古
籍
出
版
社
︑
一
九
八
九
年
︑

七
︑
二
一
頁
︒
楊
鍾
羲
﹃
]
橋
詩
話
續
集
﹄
卷
二
︑
北
京
古
籍
出
版

社
︑
一
九
九
一
年
︑
一
二
二
～
一
二
三
頁
︒

(23
)

閻
爾
梅
に
つ
い
て
の
硏
究
は
︑
岡
本
さ
え
﹃
淸
代
禁
書
の
硏
究
﹄︑

三
六
一
頁
︑
劉
和
�
﹁
抄
本
魯
一
同
¯
¬
︽
白
耷
山
人
詩
¯
本
︾
考

営
﹂﹃
�
獻
﹄
二
〇
一
〇
年
第
三
�
︑
七
九
～
八
二
頁
︑
松
村
昂

﹃
淸
詩
總
集
敍
錄
﹄︑
一
六
三
～
一
六
四
頁
︑
薛
以
洩
﹁
閻
爾
梅
與
�

可
法
:
游
考
論
﹂﹃
古
籍
整
理
硏
究
學
刊
﹄
二
〇
一
五
年
第
六
�
︑

一
〇
九
～
一
一
五
頁
︑
白
一
瑾
﹁
閻
爾
梅
入
京
考
論
﹂﹃
中
國
�
)
﹄

二
〇
一
七
年
第
二
�
︑
一
五
〇
～
一
六
一
頁
︑
な
ど
を
參
照
︒

(24
)

閻
强
氏
と
薛
以
洩
氏
の
敎
示
に
よ
れ
ば
︑
二
〇
一
〇
年
五
M
十
六

日
に
彼
ら
が
閻
烺
燦
氏
の
家
で
家
藏
の
閻
爾
梅
畫
宴
を
鑑
賞
し
た
際
︑

﹁
家
乘
﹂
が
話
題
に
出
る
と
︑
閻
氏
は
木
箱
に
收
め
ら
れ
た
﹃
世
系

�
﹄﹃
里
居
�
﹄
を
示
し
た
と
い
う
︒

(25
)

桂
中
行
輯
︑
薛
以
洩
點
校
﹃
徐
州
詩
徵
﹄
卷
五
︑
廣
陵
書
社
︑
二

〇
一
四
年
︑
一
九
一
頁
︒

(26
)

張
相
�
.
﹃
閻
古
古
 
集
﹄
卷
一
﹁
張
相
�
跋
﹂︑﹁
以
家
藏
﹃
�

集
﹄
兩
卷
・﹃
詩
集
﹄
上
下
卷
・
寫
本
﹃
詩
集
﹄
三
卷
︑
幷
其
家
乘

一
帙
︑
重
緘
®
寄
︒﹂

(27
)

薛
以
洩
﹁
淸
鈔
本
閻
爾
梅
︽
蹈
東
集
︾
�
獻
價
値
考
論
﹂﹃
�
獻
﹄

二
〇
一
五
年
第
一
�
︑
五
三
頁
︒
薛
氏
は
こ
の
記
営
を
以
て
︑﹃
蹈

東
居
詩
﹄
は
﹃
蹈
東
集
﹄
の
別
稱
で
あ
る
と
"
斷
し
た
︒

(28
)

一
例
を
示
せ
ば
︑
卓
爾
堪
﹃
�
民
詩
﹄
(京
都
大
學
�
學
部
圖
書

館
藏
康
熙
刻
本
)
卷
三
の
閻
爾
梅
の
小
傳
に
は
︑﹁
破
產
養
死
士
︑

罹
獄
︑
â
q
於
死
︑
手
^
愛
妾
E
去
︒
歷
齊
・
楚
・
蜀
・
粤
・
秦
・

晉
・
燕
・
塞
︑
被
株
連
者
數
十
百
家
︑
時
b
不
K
附
范
孟
O
之
嘆
﹂

と
見
え
る
︒
し
か
し
愛
妾
を
殺
し
た
こ
と
は
︑
他
の
�
料
に
記
錄
が

な
い
︒

(29
)

例
え
ば
︑
d
景
星
﹃
白
茅
堂
集
﹄
卷
二
六
﹁
�
泳
宮
見
閻
古
古
�

詩
・
其
三
﹂
︑﹃
四
庫
 
書
存
目
叢
書
﹄
集
部
第
二
〇
六
册
︑
莊
嚴
�

)
事
業
b
限
公
司
︑
一
九
九
七
年
︑
一
五
九
頁
︑﹁
一
映
禪
%
鐵
爲

龍
︑
â
緉
&
鞵
老
自
供
︒
跋
涉
萬
山
原
愛
死
︑
闕
河
廿
載
未
0
烽
︒

#
廷
�
大
恩
隨
放
︑
司
寇
條
違
早
上
封
︒
千
古
英
雄
滿
襟
淚
︑
哀
鳴

聽
入
六
#
鐘
﹂
︒﹁
司
寇
﹂
は
龔
鼎
孳
に
閒
{
い
な
い
が
︑
不
可
解
な

と
こ
ろ
が
多
い
︒

(30
)

白
一
瑾
﹁
閻
爾
梅
入
京
考
論
﹂
︑
一
五
一
頁
︒

(31
)

龔
鼎
孳
﹃
定
山
堂
詩
集
﹄
卷
三
〇
﹁
老
友
閻
古
古
重
é
都
下
感

賦
﹂
︑
﹃
龔
鼎
孳
 
集
﹄
︑
人
民
�
學
出
版
社
︑
二
〇
一
四
年
︑
一
〇

八
八
頁
︒

(32
)

袁
佑
﹃
霽
軒
詩
鈔
﹄
卷
一
﹁
園
居
集
・
閻
古
古
逸
人
自
邯
鄲
入
鄴

書
�
上
巳
�
訪
�
示
J
詩
依
韻
賦
寄
﹂︑﹃
四
庫
未
收
書
輯
刊
﹄
第
七

輯
二
七
册
︑
北
京
出
版
社
︑
一
九
九
八
年
︑
二
二
頁
︒

(33
)

d
景
星
﹃
白
茅
堂
集
﹄
卷
二
六
﹁
�
泳
宮
見
閻
古
古
�
詩
・
其

二
﹂︑
一
五
九
頁
︒

(34
)

范
曄
﹃
後
漢
書
﹄
卷
六
七
・
黨
錮
列
傳
﹁
張
儉
﹂︑
中
華
書
局
︑
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一
九
六
五
年
︑
二
二
一
〇
頁
︒

(35
)

﹁
漕
]
總
督
蔡
士
英
題
報
淸
査
夙
案
﹂︑
張
洩
仁
1
.
﹃
I
淸
檔

案
﹄
第
二
五
册
︑
中
央
硏
究
院
歷
�
語
言
硏
究
k
︑
一
九
八
六
年
︑

A
25-60︑﹁
一
件
︑
直
省
總
督
馬
光
輝
題
參
沛
縣
擧
人
閻
爾
梅
︑
於

九
年
十
一
M
內
咨
行
漕
]
總
督
催
�
三
m
︑
直
省
總
督
・
山
東
n
撫

催
�
七
m
等
因
︒
臣
査
此
案
於
順
治
九
年
七
M
︑
准
直
省
總
督
馬
光

輝
咨
拿
沛
縣
擧
人
閻
爾
梅
竝
窩
o
人
魏
君
重
等
︒
隨
該
X
總
漕
臣
沈

�
奎
差
官
赴
徐
︑
著
淮
徐
/
張
斌
竝
徐
營
副
將
陳
一
貫
協
力
將
閻
爾

梅
等
犯
拿
獲
︒
隨
經
淮
徐
/
於
八
M
十
二
日
解
赴
直
省
︑
總
督
收
審
︑

具
駅
題
參
︒
奉
旨
﹁
著
督
・
撫
・
按
嚴
究
擬
罪
﹂︒
於
十
二
M
該
𠛬

部
備
咨
到
臣
︒
臣
以
閻
爾
梅
等
關
系
p
�
︑
不
s
長
q
T
r
︑
且
先

經
解
彼
審
究
題
參
︑
自
應
仍
在
彼
處
囘
奏
結
案
︒
當
卽
備
載
緣
由
︑

移
咨
直
省
總
督
訖
︒
X
冬
印
准
部
咨
行
催
︑
旋
印
咨
催
直
省
總
督
囘

奏
訖
︒
今
十
二
年
九
M
內
︑
復
准
該
督
咨
開
︑
閻
爾
梅
爲
濟
南
府
推

官
詹
謹
之
縱
D
︑
印
經
該
督
題
參
在
案
︒
應
仍
聽
彼
處
緝
結
︒
臣
固

無
容
再
問
矣
︒﹂

(36
)

魯
一
同
﹃
白
耷
山
人
年
�
﹄︒

(37
)

『閻
古
古
 
集
﹄
附
錄
﹁
四
世
�
�
白
耷
山
人
傳
﹂﹁
濟
南
司
李
詹

不
之
禁
︑
出
入
悉
聽
山
人
︒
以
是
得
f
目
於
趵
突
・
華
不
閒
︑
一
M

凡
再
三
︒
百
日
許
暫
i
︒
印
至
︑
則
促
司
李
勘
問
⁝
(中
略
)⁝
司
李

久
不
勘
︑
山
人
再
i
︒
凡
三
r
︑
山
人
z
不
至
︒﹂

(38
)

小
野
和
子
﹃
I
季
黨
社
考
：
東
林
黨
と
復
社
﹄︑
同
e
舍
︑
一
九

九
六
年
︑
五
〇
五
～
五
〇
八
頁
︒

(39
)

『閻
古
古
 
集
﹄
附
錄
﹁
四
世
�
�
白
耷
山
人
傳
﹂︒

(40
)

吳
山
嘉
﹃
復
社
姓
氏
傳
略
﹄
卷
八
﹁
湖
廣
﹂︑﹁
詹
謹
之
︑
字
仲
庸
︑

黃
岡
人
︑
崇
禎
丙
子
擧
人
︒
任
濟
南
推
官
︑
釐
淸
宿
�
︑
力
却
鹽
引

K
嶽
t
各
陋
規
︑
�
讞
務
得
實
!
︑
 
活
甚
衆
︑
g
以
疾
歸
︒﹂

(41
)

『世
系
�
﹄﹁
五
世
孝
太
學
﹂︒

(42
)

白
一
瑾
﹁
閻
爾
梅
入
京
考
論
﹂︑
一
五
一
頁
︒

(43
)

『
閻
古
古
 
集
﹄
附
錄
﹁
四
世
�
�
白
耷
山
人
傳
﹂︒

(44
)

『世
系
�
﹄﹁
五
世
�
學
﹂
︑﹁
每
縱
酒
自
衛
︑
强
年
而
卒
︑
�
稿
亦

¨
於
病
中
焚
之
︒
﹂

(45
)

『
世
系
�
﹄
﹁
五
世
孝
太
學
﹂
︑
﹁
旣
以
歸
而
謀
生
︑
置
田
於
�

(城

縣
)
︑
�
俗
︑
b
田
者
縣
h
勒
閏
�
役
︑
.
戶
不
可
荏
︑
因
勉
爲
�

諸
生
︑
聊
復
升
太
學
︑
然
�
不
與
科
擧
︑
蓋
乘
時
�
取
之
Y
決
絕
久

矣
⁝
(
中
略
)
⁝
其
時
爲
抑
鬱
者
︑
兒
輩
固
未
能
盡
識
也
⁝
(中
略
)⁝

元
	
卒
︑
每
d
k
�
�
息
︑
益
觸
少
時
k
[
︑
慘
顏
r
沛
︑
q
中
k

風
雨
病
作
︑
病
未
久
也
⁝
(
中
略
)
⁝
瞑
目
而
�
︒﹂

(46
)

雍
正
﹃
河
南
'
志
﹄
卷
四
五
﹁
¯
擧
﹂︑
京
都
大
學
�
學
部
圖
書

館
藏
同
治
刻
本
︒

(47
)

同
治
﹃
徐
州
府
志
﹄
卷
二
二
下
之
上
﹁
人
物
傳
﹂︑
京
都
大
學
附

屬
圖
書
館
藏
同
治
刻
本
︒

(48
)

『世
系
�
﹄﹁
五
世
孝
太
學
﹂︑
閻
焸
﹁
嫡
出
二
︒
長
圻
︑
貢
生
︑

娶
東
液
縣
學
O
張
公
之
典
女
孫
︑
庠
生
其
l
公
女
︒
m
封
︑
增
廣
生
︑

娶
庚
午
科
副
榜
貢
生
︑
內
中
書
劉
公
天
眷
女
︒
庶
出
二
︒
堅
業
儒
︑

聘
X
別
駕
郝
公
繼
隆
女
孫
︒
城
︑
聘
乙
卯
科
擧
人
蔡
公
日
知
曾
孫

女
︒
﹂

(49
)

『閻
氏
族
�
﹄
︒

(50
)

『淸
代
�
字
獄
檔
﹄
︑
上
海
書
店
出
版
社
︑
二
〇
〇
七
年
︑
四
七
九

頁
︑﹁
據
劉
墉
奏
︑
﹁
沛
縣
監
生
閻
大
鏞
抗
糧
拒
差
誣
官
D
走
旋
經
拿
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獲
未
結
一
案
﹂︑
因
其
!
形
衣
常
桀
驁
︑
隨
査
出
該
犯
詩
稿
二
紙
︑

幷
伊
祖
閻
爾
梅
・
伊
伯
閻
圻
稿
本
K
閻
爾
梅
犯
罪
時
�
移
一
本
︑
粘

籤
�
�
︑
幷
査
該
犯
家
內
︑
無
伊
詩
稿
存
留
︑
揆
其
!
理
︑
必
係
悖

�
之
詞
︑
曾
經
銷
燬
等
語
︒
閻
大
鏞
以
監
生
抗
糧
拒
差
︑
!
屬
可
惡
︒

治
以
應
得
罪
名
︑
已
無
可
寬
貸
︒
至
査
出
稿
本
各
條
︑
以
�
觀
之
︑

不
�
愚
賤
無
知
︑
尙
無
悖
�
之
語
⁝
(中
略
)⁝
着
將
原
ã
鈔
錄
︑
幷

粘
籤
稿
本
︑
:
與
高
晉
・
陳
宏
謀
︑
令
其
確
切
嚴
�
︑
幷
悉
心
跴
訪
︒

K
該
犯
悖
é
詩
�
︑
b
無
留
�
在
外
之
處
︑
秉
公
推
勘
︑
按
律
定
擬

具
奏
﹂︒
ま
た
﹃
高
宗
純
皇
?
實
錄
﹄
卷
六
三
七
︑
乾
隆
二
十
六
年

五
M
丁
卯
︑
九
三
四
五
頁
を
參
照
︒

(51
)

X
揭
¬

(5
)
論
�
︒

(52
)

『里
居
�
﹄︑﹁
乾
隆
初
︑
徵
稅
課
用
活
串
︑
取
其
s
民
也
︑
而
�

端
亦
由
是
生
︒
宏
殽
公
5
門
客
完
稅
課
尾
欠
︑
未
行
︑
某
氏
倩
婢
出

捎
買
什
物
焉
︑
而
不
嚴
物
價
︒
門
客
恐
怫
東
樓
上
Y
也
︑
卽
分
完
稅

課
之
�
︑
市
物
而
r
︑
而
以
課
銀
 
淸
報
︒﹂
以
下
︑﹃
里
居
�
﹄
の

引
用
は
す
べ
て
︑
咸
豐
二
年
の
閻
焯
貞
の
�
違
か
ら
で
あ
る
︒

(53
)

何
,
﹁
論
淸
代
賦
稅
征
收
工
具
K
其
變
�
﹂﹃
淸
�
硏
究
﹄
一
九

九
八
年
第
一
�
︑
三
二
～
三
三
頁
︒

(54
)

『高
宗
純
皇
?
實
錄
﹄
卷
三
一
五
︑
五
三
九
︑
乾
隆
十
三
年
五
M

乙
巳
︑
乾
隆
二
十
二
年
五
M
庚
戌
︑
四
六
二
四
︑
七
八
二
八
頁
︒

(55
)

『里
居
�
﹄︒

(56
)

『里
居
�
﹄︑﹁
士
金
固
圯
族
兇
人
︑
印
怨
寅
緣
正
做
官
醫
︑
仰
荊

�
息
素
矣
︒
嘗
以
田
產
細
故
︑
與
群
從
搆
訟
︑
未
嘗
得
直
︒
聞
荊
言
︑

z
爲
藉
手
復
仇
計
︑
且
欲
竝
長
・
m
兩
�
傾
B
之
︒
因
說
荊
曰
︑

﹁
宏
殽
北
行
︑
已
不
可
測
︒
而
b
﹃
娛
娛

(
俁
俁
)
詩
集
﹄
語
多
忌

諱
︒
持
此
集
︑
可
以
敵
此
案
矣
︒
﹂
⁝
(中
略
)⁝
士
金
曰
︑
﹁
僕
與
若

輩
雖
同
堂
兄
弟
︑
實
皆
怨
敵
也
︒
吾
爲
公
計
︑
�
自
爲
計
︑
可
乎
︒
﹂

荊
曰
︑
﹁
若
何
而
可
︒
﹂
曰
︑
﹁
昔
︑
我
曾
王
父
破
家
�
義
︑
入
濟
南

獄
︑
後
雖
D
免
︑
至
今
孫
・
曾
惴
惴
︑
惟
恐
舊
案
復
發
︒
何
不
悦
詳

爲
某
人
後
至
今
 
懷
不
軌
︑
則
一
網
打
盡
矣
︒﹂
⁝
(中
略
)
⁝
z
具

詳
稟
揭
︒
故
公
甫
歸
︑
卽
捕
付
銅
山
獄
︒
凡
我
族
姓
︑
小
大
戰
惧
︑

胥
b
¢
頸
就
死
之
心
︒
親
知
畏
禍
︑
莫
敢
慰
問
︑
咸
以
赤
族
之
禍
可

翹
足
待
也
︒
﹂

(57
)

乾
隆
五
年
に
m
の
よ
う
な
例
が
規
定
さ
れ
た
︒﹁
一
︑
小
功
・
緦

n
親
首
吿
︑
得
減
罪
三
等
︒
無
�
之
親
︑
減
一
等
︒
其
謀
反
p
�
未

行
︑
如
親
屬
首
吿
︑
或
捕
F
到
官
者
︑
正
犯
俱
同
自
首
律
免
罪
︒
若

已
行
者
︑
正
犯
不
免
︑
其
餘
緣
坐
人
亦
同
自
首
律
免
罪
︒﹂
薛
允
升

﹃
讀
例
存
疑
﹄
卷
四
﹁
名
例
律
下
・
犯
罪
自
首
﹂
︑
光
緖
三
十
一
年
刊

本
︒
薛
允
升
に
よ
る
と
︑
こ
の
例
は
も
と
も
と
I
律
の
小
3
で
あ
り
︑

乾
隆
五
年
に
﹁
另
纂
﹂
さ
れ
て
例
と
な
っ
た
︒

(58
)

『里
居
�
﹄︒
典
據
で
あ
る
諸
)
亮
﹃
出
師
表
﹄
に
は
﹁
臣
本
布
衣
︑

躬
¤
於
南
陽
︑
苟
 
性
命
於
亂
世
︑
不
求
聞
ç
於
諸
侯
﹂
(陳
壽

﹃
三
國
志
﹄
卷
三
五
﹁
諸
)
亮
傳
﹂
︑
中
華
書
局
︑
二
〇
〇
二
年
︑
九

二
〇
頁
)
と
あ
る
︒
閻
大
鏞
が
諸
)
亮
の
よ
う
に
機
會
が
あ
れ
ば
I

#
を
復
興
し
よ
う
と
し
て
い
る
︑
と
こ
じ
つ
け
た
も
の
か
︒

(59
)

『高
宗
純
皇
?
實
錄
﹄
卷
六
三
八
︑
乾
隆
二
十
六
年
六
M
辛
巳
︑

九
三
五
九
頁
︒

(60
)

同
治
﹃
徐
州
府
志
﹄
卷
六
下
﹁
職
官
表
﹂︒

(61
)

同
治
﹃
徐
州
府
志
﹄
卷
十
六
﹁
円
置
考
﹂︒

(62
)

乾
隆
﹃
沛
縣
志
﹄
卷
九
﹁
藝
�
・
怨
修
沛
城
記
﹂︑﹃
故
宮
珍
本
叢
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刊
﹄
九
一
册
景
印
北
京
故
宮
O
物
院
藏
淸
乾
隆
刻
本
︑
海
南
出
版
社
︑

二
〇
〇
〇
年
︑
二
八
一
頁
︒
ま
た
︑
李
棠
が
﹃
沛
縣
志
﹄
の
序
�
を

書
い
た
の
は
乾
隆
五
年
で
あ
っ
た
︒

(63
)

『淸
代
�
字
獄
檔
﹄︑
四
八
二
頁
︒

(64
)

井
上
�
﹁
樸
學
の
背
景
﹂︑
三
〇
七
頁
︒

(65
)

乾
隆
﹃
沛
縣
志
﹄
卷
九
・
藝
�
﹁
泰
山
行
宮
碑
記
﹂︑
二
七
八
頁
︒

(66
)

『高
宗
純
皇
?
實
錄
﹄
卷
六
三
八
︑
乾
隆
二
十
六
年
六
M
辛
巳
︑

九
三
五
九
頁
︑﹁
李
棠
不
惟
置
之
不
論
︑
且
將
伊
 
集
盡
行
U
燬
︑

欲
5
惡
跡
0
滅
無
�
︒
其
代
爲
掩
B
︑
非
與
於
�
惡
之
甚
者
乎
︒﹂

(67
)

『淸
代
�
字
獄
檔
﹄︑
四
八
一
頁
︒

(68
)

王
鋭
森
﹃
權
力
�
毛
細
管
作
用
：
淸
代
�
思
想
︑
學
�
與
心
態
﹄︑

三
六
〇
頁
︒

(69
)

吳
哲
夫
﹃
淸
代
禁
燬
書
目
硏
究
﹄︑
嘉
怨
水
泥
公
司
�
)
基
金
會
︑

一
九
六
九
年
︑
二
二
頁
︒

(70
)

『里
居
�
﹄︒

(71
)

『閻
氏
族
�
﹄︒

(72
)

孔
勇
﹁
乾
隆
#
﹃
孔
氏
家
儀
﹄
禁
衛
案
怨
探
︱
︱
基
於
禮
儀
衝

突
與
官
紳
矛
盾
雙
重
視
角
�
硏
究
﹂︑
二
五
三
～
二
七
九
頁
︒

(73
)

『白
耷
山
人
�
集
﹄
卷
上
﹁
日
盈
集
自
序
﹂︑﹃
四
庫
禁
燬
書
叢
刊
﹄

集
部
第
一
一
九
册
︑
北
京
出
版
社
︑
一
九
九
七
年
︑
六
二
四
頁
︒

(74
)

薛
以
洩
﹁
淸
鈔
本
閻
爾
梅
﹃
蹈
東
集
﹄
�
獻
價
値
考
論
﹂﹃
�
獻
﹄

二
〇
一
五
年
第
一
�
︑
五
二
～
六
〇
頁
︒

(75
)

張
相
�
.
﹃
閻
古
古
 
集
﹄
卷
一
﹁
張
相
�
跋
﹂︒

(76
)

張
相
�
.
﹃
閻
古
古
 
集
﹄
卷
一
﹁
鄧
之
�
跋
﹂︒

(77
)

『白
耷
山
人
詩
集
﹄
五
言
古
﹁
f
揚
州
梅
花
嶺
﹂︑
五
言
律
・
南
直

隸
集
﹁
村
居
﹂︑
七
言
律
・
南
直
隸
集
﹁
西
村
﹂︑
南
京
圖
書
館
藏
淸

初
刻
本
︒

(78
)

『白
耷
山
人
詩
集
﹄
卷
六
下
﹁
王
子
雲
自
巴
河
來
晤
﹂
︑
卷
八
﹁
黃

龍
潭
三
M
十
五
日
b
感
﹂
︑
五
〇
九
︑
五
六
九
頁
︒

(79
)

『閻
古
古
 
集
﹄
附
錄
﹁
四
世
�
�
白
耷
山
人
傳
﹂
︑﹁
去
煩
就
鯵
︑

存
什
一
於
千
百
︒
﹂

(80
)

『白
耷
山
人
詩
集
﹄
古
逸
﹁
擊
壤
歌
﹂
︒

(81
)

『白
耷
山
人
詩
集
﹄
古
逸
﹁
垓
下
歌
﹂
︒

(82
)

羅
振
玉
舊
藏
﹃
吳
江
縣
志
﹄
に
も
﹁
瑞
軒
﹂
印
が
押
さ
れ
︑
羅
氏

の
題
記

(﹃
國
立
中
央
圖
書
館
善
本
題
跋
眞
跡
﹄
︑
國
立
中
央
圖
書
館
︑

一
九
八
二
年
︑
七
七
三
頁
)
に
よ
り
︑
光
緖
三
十
三
年
に
﹁
蘇
州
舊

家
﹂
か
ら
手
に
入
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
黃
裳
﹃
來
燕
榭
讀
書
記
﹄

(
遼
寧
敎
育
出
版
社
︑
二
〇
〇
一
年
︑
七
〇
頁
)
に
は
︑
瑞
軒
に
つ

い
て
﹁
其
人
家
洞
庭
東
山
︑
k
藏
極
富
而
佳
︒
老
書
賈
楊
壽
祺
嘗
吿

余
其
人
姓
氏
︑
惜
已
忘
之
︒
五
十
年
X
估
人
載
其
書
入
市
︑
祕
本
甚

多
︑
無
康
熙
以
後
物
﹂
と
あ
る
︒
洞
庭
東
山
は
︑
蘇
州
府
吳
中
縣
の

地
名
で
あ
る
︒

(83
)

河
田
羆
.
﹃
靜
嘉
堂
祕
籍
志
﹄
卷
四
六
﹁
別
集
類
・
白
耷
山
人

集
﹂︑
靜
嘉
堂
�
庫
排
印
本
︑
一
九
一
七
年
︑
一
一
頁
︒

(84
)

『
靜
嘉
堂
�
庫
漢
籍
分
類
目
錄
﹄︑
靜
嘉
堂
�
庫
︑
一
九
三
〇
年
︑

七
八
二
頁
︒

(85
)

西
村
元
照
﹃
日
本
現
存
淸
人
�
集
目
錄
﹄︑
東
洋
�
硏
究
會
︑
一

九
七
二
年
︑
八
頁
︒

(86
)

『里
居
�
﹄︑
﹁
城
西
十
五
里
︑
b
莊
自
王
氏
︑
四
世
�
�
º
以
詒

之
五
世
孝
太
學
者
︑
b
堂
曰
�
韋
︒﹂
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(87
)

閻
爾
梅
﹃
白
耷
山
人
詩
集
﹄
五
言
排
律
﹁
燕
市
吟
﹂
に
は
﹁
奇
珍

獻
狒
貍
︑
令
嚴
雷
電
r
︒
計
祕
鬼
神
疑
︑
弓
用
雙
弦
副
︒
兜
將
百
火

·
︑
雕
翎
飛
楉
矢
︒
牛
酪
t
瑤
邑
︑
草
轂
圈
三
輔
︒
膏
腴
占
八
旗
︑

貂
裘
無
貴
賤
︒
鵲
頂
辨
崇
卑
︑
v
語
�
難
譯
︒
同
ä
字
混
施
︑
大
珠

7
靺
鞨
﹂
と
い
っ
た
政
府
に
對
す
る
不
敬
な
字
句
が
見
え
る
︒

(88
)

『里
居
�
﹄︑﹁
先
是
︑﹃
白
耷
山
人
詩
�
集
﹄・﹃
宣
亭
詩
草
﹄・
太

�
公
﹃
閱
¤
樓
﹄﹃
憩
養
堂
﹄
K
宏
聲
公
之
﹃
俁
俁
集
﹄﹃
Ë
櫂
吟
﹄

具
b
藏
版
︒
K
公
以
詩
句
成
寃
獄
故
︑
家
藏
悉
付
焚
︑
爲
其
銷
燬
未

盡
故
︑
印
爲
抄
書
官
捆
載
去

(浙
人
︑
吳
姓
)︒﹂

(89
)

﹁
山
東
n
撫
楊
景
素
奏
査
獲
應
禁
書
籍
委
員
解
F
ã
﹂︑
中
國
第

一
歷
�
檔
案
館
.
﹃
纂
修
四
庫
 
書
檔
案
﹄︑
上
海
古
籍
出
版
社
︑

一
九
九
七
年
︑
四
四
四
～
四
四
五
頁
︒

(90
)

﹁
浙
江
n
撫
琅
玕
奏
査
繳
{
礙
書
籍
!
形
ã
﹂︑﹃
纂
修
四
庫
 
書

檔
案
﹄︑
二
一
八
一
頁
︒

(91
)

﹁
兩
江
總
督
高
晉
奏
續
繳
{
礙
書
籍
板
片
ã
﹂︑﹃
纂
修
四
庫
 
書

檔
案
﹄︑
六
九
四
頁
︒

(92
)

馮
煦
﹃
蒿
庵
隨
筆
﹄
卷
五
下
︑
�
海
出
版
社
︑
一
九
六
七
年
︑
六

一
五
～
六
二
二
頁
︒

(93
)

黃
丕
烈
Ø
︑
余
鳴
鴻
・
占
旭
東
點
校
﹃
黃
丕
烈
藏
書
題
跋
集
﹄︑

上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
一
五
年
︑
四
二
三
～
四
三
八
頁
︒
今
﹃
群

玉
集
﹄﹃
碧
雲
集
﹄
は
臺
北
の
傅
斯
年
圖
書
館
に
收
藏
さ
れ
る
︒

(94
)

馮
煦
﹃
蒿
庵
續
稿
﹄
卷
三
﹁
族
�
自
序
﹂︑
一
七
九
三
頁
︒

(95
)

馮
煦
﹃
蒿
庵
隨
筆
﹄
卷
三
︑
三
二
六
頁
﹁
粤
寇
之
警
︑
先
大
夫
辟

高
郵
之
東
小
)
村
︑
 
b
善
本
書
十
數
簏
存
︒
h
村
鄰
右
︑
不
戒
於

火
︑
悉
燼
焉
︒
予
少
長
︑
求
先
世
�
書
︑
�
於
世
夫
春
艭
公
許
得

﹃
漢
魏
詩
乘
﹄
四
册
︒
其
書
首
皆
靜
觀
公
題
︒
印
吳
3
﹃
梅
邨
詩
集
﹄

一
部
︑
闋
︹
闕
︺
第
一
册
︑
其
中
�
字
︑
印
公
以
朱
筆
正
於
上
方
︑

精
審
無
Å
︒
此
二
種
外
︑
則
無
一
册
一
卷
矣
︒﹂

(96
)

﹁
閩
浙
總
督
三
寶
奏
繳
應
燬
各
書
!
形
ã
﹂﹃
纂
修
四
庫
 
書
檔

案
﹄︑
一
〇
九
七
頁
︒
三
寶
の
奏
�
に
よ
る
と
︑
﹃
吳
梅
村
 
集
﹄
の

禁
燬
の
原
因
は
︑
錢
÷
益
の
序
と
書
を
載
せ
て
い
た
こ
と
に
あ
り
︑

﹃
吳
梅
村
詩
﹄
の
場
合
は
︑
錢
÷
益
の
唱
和
詩
²
が
含
ま
れ
て
い
た

こ
と
に
あ
っ
た
︒

(97
)

馮
煦
﹃
蒿
庵
隨
筆
﹄
卷
三
︑
一
二
八
頁
︒

(98
)

陳
義
杰
整
理
﹃
z
同
龢
日
記
﹄
第
四
册

(光
緖
十
二
年
五
M
二
日
︑

中
華
書
局
︑
一
九
八
九
年
︑
二
〇
二
一
頁
)
に
は
︑
馮
煦
に
つ
い
て

﹁
在
江
寧
書
局
二
十
年
︑
 
是
曾
�
正
幕
客
︑
'
材
也
︒﹂
と
営
べ
る
︒

(99
)

蔣
國
榜
﹁
金
壇
馮
蒿
庵
先
生
家
傳
﹂﹃
辛
亥
人
物
碑
傳
集
﹄︑
團
結

出
版
社
︑
一
九
九
一
年
︑
六
六
一
頁
︑﹁
同
治
己
巳
︑
公
入
書
局
︑

師
友
之
閒
︑
 
K
侍
汪
君
士
鐸
・
張
君
�
虎
・
戴
君
É
等
︒﹂

(100
)

汪
士
鐸
著
︑
鄧
之
�
輯
錄
﹃
汪
悔
z
乙
丙
日
記
﹄
卷
一
︑
�
藝
閣
︑

一
九
三
六
年
︑
二
〇
頁
︒

(101
)

王
鋭
森
﹃
權
力
�
毛
細
管
作
用
：
淸
代
�
思
想
︑
學
�
與
心
態
﹄︑

四
三
七
︑
六
二
二
頁
︒

(102
)

陳
大
康
整
理
﹃
張
�
虎
日
記
﹄
︑
同
治
四
年
五
M
七
日
︑
閏
五
M

九
日
︑
上
海
書
店
出
版
社
︑
二
〇
〇
一
年
︑
三
七
︑
四
三
頁
︒

(103
)

大
西
�
﹁
淸
代
の
官
書
局
の
設
置
に
つ
い
て
﹂﹃
長
澤
先
生
古
稀

記
念
圖
書
學
論
集
﹄︑
三
省
堂
︑
一
九
七
三
年
︑
一
七
四
～
一
八
一

頁
︒

(104
)

曾
國
藩
﹁
Ð
山
�
書
序
﹂
︑
﹃
Ð
山
�
書
﹄
︑
同
治
四
年
金
陵
書
局
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刊
本
k
收
︒

(105
)

『曾
國
藩
 
集
・
日
記
三
﹄︑
同
治
六
年
七
M
二
十
一
日
︑
嶽
麓
書

社
︑
一
九
八
七
年
︑
一
四
〇
三
頁
︒

(106
)

李
志
茗
﹁
金
陵
書
局
考
辨
︱
︱
以
晚
淸
同
光
時
�
爲
中
心
﹂︑

﹃
�
林
﹄
二
〇
一
一
年
第
六
�
︑
九
五
頁
︒

(107
)

馮
煦
﹃
蒿
庵
隨
筆
﹄
卷
二
︑
六
八
頁
︑﹁
金
陵
爲
洪
・
楊
窟
宅
者

十
餘
年
︑
¼
尙
k
湔
︑
o
仁
殘
義
︑
人
心
â
不
可
問
⁝
(中
略
)⁝
5

人
知
k
歸
嚮
︑
以
)
其
囂
然
不
靖
之
氣
︒﹂
同
書
卷
五
下
︑
六
一
一

頁
︑﹁
同
治
甲
子
金
陵
,
︑
曾
�
正
督
兩
江
⁝
(中
略
)
⁝
皆
被
�
儒

素
︑
力
矯
液
俗
︒﹂
な
お
︑﹃
蒿
庵
隨
筆
﹄
に
は
王
夫
之
へ
の
言
K
が

多
く
み
ら
れ
る
︒

(108
)

校
勘
者
は
汪
士
鐸
で
あ
り
︑
校
勘
の
底
本
に
あ
る
成
蓉
鏡
の
奧
書

(﹃
國
立
中
央
圖
書
館
善
本
題
跋
眞
跡
﹄︑
七
〇
一
頁
)
が
﹁
湘
h
相

國
欲
以
活
字
板
行
之
﹂
と
記
す
︒

(109
)

馮
煦
﹃
蒿
庵
類
稿
﹄
卷
二
﹁
祭
d
處
士
祠
竝
觀
周
忠
毅
�
稿
記
﹂︑

一
二
三
九
～
一
二
四
〇
頁
︒

(110
)

馮
煦
﹃
蒿
庵
類
稿
﹄
卷
七
﹁
周
忠
毅
墨
跡
�
卷
F
藏
焦
山
寺
詩
﹂︑

四
四
九
頁
︒

(111
)

李
爽

(X
揭
¬

(15
)
論
�
)
は
︑﹃
錢
3
杜
詩
﹄
の
再
刊
を
曾

國
藩
・
四
川
總
督
吳
棠
が
助
成
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒

(112
)

馮
煦
﹁
養
眞
室
集
序
﹂
(王
嘉
詵
﹃
養
眞
室
集
﹄︑
北
京
大
學
圖
書

館
藏
民
國
十
三
年
刊
本
)︑﹁
乙
酉
︑
予
游
徐
︑
1
雲
龍
~
席
︒﹂

(113
)

馮
煦
﹁
養
眞
室
集
序
﹂︑﹁
丁
亥
冬
︑
予
北
征
︑
與
劭
宜
别
︒﹂
劭

宜
は
雲
龍
書
院
に
お
け
る
弟
子
王
嘉
詵
の
こ
と
で
あ
る
︒

(114
)

『淸
�
稿
﹄
卷
四
四
九
・
列
傳
二
百
三
十
六
﹁
馮
煦
﹂︑
一
二
五
四

一
～
一
二
五
四
二
頁
︒

(115
)

李
星
沅
﹃
李
�
恭
公
奏
議
﹄
(
京
都
大
學
附
屬
圖
書
館
藏
淸
同
治

五
年
序
刊
本
)
卷
一
六
﹁
江
督
・
附
奏
辦
理
徐
州
府
屬
外
來
匪
徒
片

子
﹂
(/
光
二
十
七
年
)
に
﹁
徐
州
府
屬
界
連
豫
東
︑
向
多
伏
厭
之

慮
﹂
と
あ
り
︑
李
鴻
違
﹃
李
�
忠
公
奏
稿
﹄
(
京
都
大
學
�
學
部
圖

書
館
藏
光
緖
三
十
四
年
刊
本
)
卷
十
四
﹁
會
筹
分
別
�
留
各
軍
ã
﹂

(
同
治
七
年
)
に
﹁
江
蘇
徐
州
毗
連
東
・
皖
・
豫
邊
界
︑
土
匪
出
沒

無
常
︑
�
爲
重
鎭
﹂
と
あ
る
︒

(116
)

同
治
﹃
徐
州
府
志
﹄
卷
五
﹁
紀
事
表
下
﹂︒
同
志
の
卷
二
二
中
之

上
﹃
人
物
傳
﹄
に
は
︑
官
民
の
大
量
の
戰
死
︑
殺
à
︑
殉
�
の
例
を

擧
げ
て
い
る
︒

(117
)

『徐
州
詩
徵
﹄
卷
五
︑
一
八
三
頁
︑
﹁
可
憐
我
h
疫
尤
甚
︑
阿
誰
旦

夕
 
妻
孥
︒
僵
尸
縱
橫
枕
疆
理
︑
藳
葬
,
原
亦
無
â
︒
#
#
荷
鍤
不

È
埋
︑
大
¨
殘
骸
ã
犬
豚
︒
﹂

(118
)

『淸
�
稿
﹄
卷
四
五
一
・
列
傳
二
三
八
﹁
桂
中
行
﹂
︑
一
二
五
六
〇

～
一
二
五
六
一
頁
︒

(119
)

馮
煦
﹃
蒿
庵
類
稿
﹄
卷
一
七
﹁
桂
履
眞
六
十
壽
序
﹂︑
九
五
五
頁
︒

桂
中
行
は
�
稿
を
馮
煦
に
託
し
た
が
︑
そ
の
後
散
逸
し
た
よ
う
で
あ

る
︒
馮
煦
﹃
蒿
�
隨
筆
﹄
附
﹁
�
囑
﹂︑
�
海
出
版
社
︑
一
九
六
七

年
︑
六
六
八
頁
︒

(120
)

同
治
﹃
徐
州
府
志
﹄
後
序
︑﹁
以
禮
樂
�
敎
漸
�
其
.
頑
︑
而
振

興
其
士
氣
︒
﹂

(121
)

馮
煦
﹃
蒿
庵
類
稿
﹄
卷
一
五
﹁
徐
州
詩
徵
序
﹂︑
八
一
三
︑
八
一

四
頁
︒

(122
)

桂
中
行
輯
﹃
徐
州
詩
徵
﹄
卷
五
︑
一
八
六
︑
一
八
七
︑
一
九
一
～
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一
九
四
頁
︒

(123
)

馮
煦
﹃
蒿
庵
類
稿
﹄
卷
二
二
﹁
重
円
沛
縣
歌
風
書
院
記

(代
)﹂︑

一
二
〇
五
頁
︑﹁
徵
之
閻
古
古
之
經
�
︑
朱
伯
宅
之
詞
違
︑
亦
儒
林

¯
也
⁝
(中
略
)⁝
足
備
國
家
一
日
之
用
︑
下
亦
致
其
一
�
一
技
一
曲

之
學
︑
不
失
爲
閻
・
朱
︑
沛
何
必
不
甲
他
州
哉
︒
且
b
子
於
人
之
不

犯
上
作
亂
也
︑
而
推
本
于
孝
弟
︒
沛
邇
兗
・
沂
︑
其
民
陗
直
而
任
氣
︑

豈
其
性
也
哉
︑
彼
b
k
漸
而
致
然
也
︒
�
本
其
得
之
經
以
淑
其
!
性

者
︑
親
親
而
長
長
︑
爲
其
下
︑
先
其
下
︑
日
漸
士
之
親
親
而
長
長
也
︒

孝
弟
之
心
油
然
而
生
︑
而
陗
直
任
氣
之
風
︑
�
世
而
不
作
︒﹂

(124
)

馮
煦
輯
﹃
徐
州
二
�
民
集
﹄
序
︑
光
緖
十
九
年
刊
民
國
二
年
補
刊

本
︑
一
頁
︑﹁
予
刻
﹃
徐
州
詩
徵
﹄︑
悦
復
得
銅
山
萬
壽
祺
年
少
﹃
隰

西
草
堂
集
﹄・
沛
閻
爾
梅
古
古
﹃
白
耷
山
人
集
﹄︒
伏
而
讀
之
︑
激
楚

之
ä
︑
怨
悱
之
旨
︑
竝
足
鼓
吹
變
å
︑
鍼
貶
頽
俗
︒
爰
乞
蒿
庵
.
修

復
別
擇
之
︑
壽
諸
木
︒
人
事
牽
æ
︑
七
歲
而
後
卒
業
⁝
(中
略
)⁝
.

修
署
以
﹁
二
�
民
﹂︑
可
以
哀
其
志
矣
︒﹂
な
お
︑
馮
煦
﹃
蒿
盦
類

稿
﹄
卷
一
五
に
﹁
徐
州
二
�
民
集
序
﹂
が
收
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
︑
序
�
は
馮
煦
が
書
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

(125
)

同
治
﹃
徐
州
府
志
﹄
卷
一
九
﹁
經
籍
志
﹂︒

(126
)

『徐
州
詩
徵
﹄
卷
三
・
卷
五
︑
一
〇
〇
︑
一
九
四
頁
︒

(127
)

徐
乾
學
﹃
傳
是
樓
書
目
﹄︑﹃
續
修
四
庫
 
書
﹄
第
九
二
〇
册
︑
上

海
古
籍
出
版
社
︑
一
九
九
五
年
︑
九
〇
六
頁
︒

(128
)

孫
殿
�
﹃
販
書
偶
記
﹄
卷
一
四
﹁
別
集
類
﹂︑
上
海
書
店
景
印
本
︑

一
九
九
二
年
︑
一
三
頁
︒

(129
)

張
伯
英
﹁
法
帖
提
�
﹂﹃
萬
壽
祺
集
﹄︑
浙
江
人
民
美
�
出
版
社
︑

二
〇
一
四
年
︑
四
九
二
頁
︒

(130
)

『徐
州
續
詩
�
﹄
卷
一
﹁
萬
睿
﹂
(
民
國
二
十
四
年
小
來
禽
館
印

本
)
に
﹁
字
瞿
客
︑
歲
貢
生
︒
君
爲
年
少
先
生
子
︑
宣
城
�
祖
命
允

甲
之
婿
︒
居
城
北
萬
家
寨
︒
�
淸
之
世
︑
其
後
裔
無
仕
宦
者
︒
年
少

詩
云
︑
﹃
子
孫
不
�
北
#
官
︒﹄
其
於
種
族
之
痛
深
矣
︒﹂
と
あ
る
︒

(131
)

同
治
﹃
徐
州
府
志
﹄
卷
二
二
下
之
上
﹁
人
物
傳
﹂︒

(132
)

『
徐
州
詩
徵
﹄
卷
三
︑
九
六
︑
一
〇
六
頁
︒

(133
)

原
思
訓
﹁
孫
]
錦
與
︽
白
耷
山
人
年
�
︾
K
︽
寅
賓
錄
︾﹂︑﹃
�

獻
﹄
二
〇
一
四
年
第
五
�
︑
一
八
七
～
一
九
一
頁
︒

(134
)

『
萬
壽
祺
集
﹄
附
錄
五
﹁
序
跋
K
著
錄
彙
.
・
隰
西
草
堂
集
跋
﹂︑

四
八
〇
頁
︒

(135
)

孫
]
錦
﹁
白
耷
山
人
詩
集
序
﹂
︑
﹃
白
耷
山
人
集
﹄︑
上
海
圖
書
館

藏
淸
初
刻
本
︑﹁
錦
家
舊
b
藏
本
︑
亦
被
借
失
︑
數
十
年
來
︑
假
鈔

於
諸
藏
書
家
︑
得
之
十
九
︑
欲
Ø
梓
以
永
其
傳
︑
而
綿
力
�
材
︑
b

志
未
}
︒
邑
侯
湘
鄉
左
君
︑
旣
刊
萬
集
︑
願
竝
付
剞
劂
︑
屬
徵
補
缺

�
︑
而
舊
本
�
別
於
�
故
書
堆
中
檢
得
大
¨
︒﹂

(136
)

羅
振
玉
﹃
萬
年
少
先
生
年
�
﹄
︑
﹃
羅
]
堂
先
生
 
集
﹄
六
.
第
四

册
︑
大
'
書
局
︑
一
九
七
六
年
︑
一
三
一
九
頁
︒

(137
)

葉
昌
熾
﹃
緣
督
廬
日
記
﹄
第
四
册
︑
一
八
九
七
年
九
M
七
日
︑
江

蘇
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
〇
二
年
︑
二
五
七
一
頁
︑
﹁
(黃
)
伯
雨
5
持

碑
�
至
︑
竝
齎
到
萬
年
少
・
閻
古
古
兩
集
︑
均
夢
華

(馮
煦
)
k
貽

也
﹂︒

(138
)

民
國
﹃
沛
縣
志
﹄
卷
一
〇
﹁
職
官
表
・
馬
光
勳
﹂︑
上
海
商
務
印

書
館
︑
一
九
二
〇
年
︒

(139
)

﹁
江
蘇
n
撫
恩
壽
奏
公
擧
故
儒
崇
祀
h
賢
ã
﹂﹃
申
報
﹄
一
九
〇

三
年
九
M
一
七
日
︑
一
四
版
︒
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(140
)

『德
宗
景
皇
?
實
錄
﹄
卷
五
二
五
︑
光
緖
二
十
九
年
十
二
M
丁
卯
︑

四
八
三
九
頁
︒

(141
)

本
稿
で
﹁
地
方
叢
書
﹂
と
い
う
の
は
︑
出
版
地
を
總
名
に
冠
し
︑

地
元
の
官
員
・
藏
書
家
・
出
版
者
な
ど
が
.
纂
し
︑
地
元
の
人
の
著

作
あ
る
い
は
地
元
に
關
す
る
著
作
を
1
と
し
た
叢
書
の
こ
と
で
あ
る
︒

(142
)

羅
振
玉
﹃
續
匯
刻
書
目
﹄︑
范
氏
雙
魚
室
︑
一
九
一
四
年
︒
沈
乾

一
﹃
叢
書
書
目
彙
.
﹄︑
上
海
醫
書
局
版
︑
一
九
二
九
年
︒
杜
聯
喆

﹃
叢
書
書
目
續
.
初
集
﹄︑
震
東
印
書
館
︑
一
九
三
一
年
︒
孫
殿
�

﹃
叢
書
目
錄
拾
�
﹄︑
出
版
地
不
I
︑
一
九
三
四
年
︒

(143
)

﹁
寄
諭
各
督
撫
査
辦
{
礙
書
籍
卽
行
具
奏
﹂︑﹃
纂
修
四
庫
 
書
檔

案
﹄︑
二
四
〇
頁
︑﹁
此
等
筆
墨
妄
議
之
事
︑
大
h
江
浙
兩
省
居
多
︑

其
江
西
・
閩
粤
・
湖
廣
︑
亦
或
不
免
︒﹂

(144
)

﹁
諭
內
閣
I
人
劉
宗
周
等
書
集
只
須
盈
改
無
庸
銷
燬
﹂︑﹃
纂
修
四

庫
 
書
檔
案
﹄︑
五
五
二
頁
︑﹁
均
以
不
能
死
�
︑
靦
顏
苟
活
︑
乃
託

名
È
國
︑
妄
肆
狂
狺
︑
其
人
實
不
足
齒
︑
其
書
豈
可
復
存
︒
自
應
ø

細
査
I
︑
槪
行
燬
棄
︒﹂

(145
)

『蒿
�
隨
筆
﹄
卷
五
下
︑
五
五
二
～
五
五
四
頁
︒

(146
)

羅
振
玉
.
﹃
萬
年
少
先
生
年
�
﹄︑
一
三
一
九
頁
︒

(147
)

魯
一
同
.
﹃
白
耷
山
人
年
�
﹄
劉
承
幹
跋
︒

(148
)

民
國
﹃
沛
縣
志
﹄
民
國
怨
志
卷
一
・﹁
沿
革
紀
事
表
﹂﹁
風
俗
﹂︒

(149
)

『徐
州
詩
徵
﹄
補
刊
徐
州
詩
徵
跋
︑
三
五
九
頁
︒

(150
)

『徐
州
二
�
民
集
﹄
王
嘉
詵
跋
︒

(151
)

馮
煦
﹁
閻
古
古
先
生
象
贊
﹂﹁
白
耷
抗
�
︑
土
苴
侯
王
︒
任
眞
自

得
︑
嵇
散
阮
狂
︒
�
公
秉
鉞
︑
四
鎭
鴟
張
︒
公
�
仗
策
︑
�
移
徐
方
︒

吾
謀
不
用
︑
卒
殉
維
揚
︒
孤
懷
蹇
蹇
︑
被
發
大
荒
︒﹂

(152
)

『徐
州
二
�
民
集
﹄
王
嘉
詵
跋
︑﹁
嗚
虖
︑
代
衣
時
移
︑
陵
谷
萬
變
︑

今
之
視
昔
︑
未
知
何
如
︒
而
兩
先
生
之
風
︑
則
徒
覓
之
荒
�
í
水
閒
︑

邈
乎
其
不
可
復
接
也
︒
吁
足
悲
已
︒
﹂

(153
)

勞
祖
德
整
理
﹃
Ö
孝
胥
日
記
﹄
第
三
册
︑
一
九
一
五
年
七
M
二
六

日
︑
中
華
書
局
︑
一
九
九
三
年
︑
一
五
七
〇
頁
︑
﹁
十
五
日
︑
⁝
萬

氏
侄
´
自
蘇
州
囘
︑
其
兄
繩
武
寄
來
﹃
徐
州
二
�
民
集
﹄
K
﹃
石
經

峪
集
字
﹄︑
萬
年
少
當
是
其
族
人
也
︒﹂

(154
)

陳
衍
﹃
石
�
室
詩
集
﹄
卷
九
﹁
夢
華
持
贈
k
刻
徐
州
二
�
民
詩
久

欲
賦
謝
而
未
成
坐
雨
詩
來
z
復
m
韻
﹂
(﹃
陳
石
�
集
﹄︑
福
円
人
民

出
版
社
︑
二
〇
〇
一
年
︑
二
八
一
頁
)
﹁
�
家
泛
宅
非
長
策
︑
岸
上

牽
Ð
孰
縶
維
︒
卻
喜
寓
公
存
數
子
︑
差
强
儒
å
不
同
時
︒
素
心
自
古

宜
携
手
︑
黃
氣
何
當
見
上
眉
︒
怪
汝
�
民
詩
â
卷
︐
廿
年
X
已
寫
烏

絲
︒﹂

(155
)

『閻
古
古
 
集
﹄
卷
一
﹁
張
相
�
跋
﹂
︒

(156
)

民
國
﹃
沛
縣
志
﹄
﹁
續
修
沛
縣
志
姓
氏
﹂︒

(157
)

『
閻
古
古
 
集
﹄﹁
張
相
�
序
﹂
︒

(158
)

張
相
�
﹃
南
園
叢
稿
﹄
卷
七
﹁
袁
世
凱
軼
事
﹂︑
中
國
地
學
會
排

印
本
︑
一
九
二
九
年
︒

(159
)

『
閻
古
古
 
集
﹄﹁
吳
其
轅
跋
﹂
︒

(160
)

龔
鼎
孳
﹃
定
山
堂
�
集
﹄
卷
二
五
﹁
與
閻
古
古
﹂
︑﹃
龔
鼎
孳
 

集
﹄
︑
二
〇
四
七
頁
︑﹁
不
孝
孤
不
才
失
路
︑
慙


良
友
︒
﹂

(161
)

『白
耷
山
人
詩
集
﹄
卷
五
﹁
徐
縣
令
見
�
﹂
︑﹁
5
君
初
不
棄
︑
父

老
若
爲
驚
︒
h
爾
高
軒
�
︑
蕭
然
野
�
	
﹂︑
﹁
E
命
歸
來
晚
︑
村
居

跡
自
韜
︒
深
知
多
罪
譴
︑
暫
且
7
Ë
蒿
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LITERARY INQUISITION AND THE REPUBLISHING OF BANNED

BOOKS IN XUZHOU 徐州 IN THE QING PERIOD：A CASE STUDY OF

THE COLLECTED WORKS OF YAN ERMEI閻爾梅

YIN Minzhi

In 1652, Yan Ermei 閻爾梅 was arrested for having become involved in the

anti-Qing movement. After three years of imprisonment in Jinan, he managed to

escape. Yan then lived ten years as a fugitive, when the Minister of Justice Gong

Dingnie龔鼎孳 finally helped him to receive a pardon granted by the Qing court. In

1666, Yan was free to return to his hometown in the Pei district of Xuzhou. Yan

Ernmeiʼs compiled writings were first published by his two sons as the Baida

Shanren ji 白耷山人集 (Collected Works of Yan Ermei). As the contents greatly

offended the Qing government, the initial edition was later abridged by Yanʼs

descendants and this second edition was called the Baoweitang edition (�韋堂本).

Considering the fact that there is only a single extant copy of the original

publication yet seven copies of the abridged second edition exist in libraries

holdings in China and Japan, it is likely that the abridged edition circulated more

widely among readers of the Qing period.

Through success in the imperial examinations and marriage with families of

Qing officials, the Yan family gradually became a prestigious family in the Pei

district. In the early years of the Qianlong era (1736-1795), Li Tang 李棠,

magistrate of the Pei district, discovered prohibited passages in Yan Ermeiʼs fourth

generation descendant Yan Dayong 閻大鏞ʼs Yuyu ji 俁俁集. However, Li Tang

merely reprimanded Dayong and did not report this incident to the imperial court in

Beijing. In 1761, Dayong was brought into a conflict over payment of taxes with

another district magistrate, Jin Rutang 荊如棠. Members of Yan Dayongʼs own clan

then reported the Yuyu ji to Jin, and this caused a literary inquisition of the Yan

family. Even though Yan family was not widely implicated in this inquisition,

Dayong died in prison, and the woodblock prints of both the Baida Shanren ji and

the Yuyu ji were destroyed, and both works were added to a list of banned books.

From the Jiaqing era (1796-1820), the Qing government relaxed its policy of

banning books, and this trend continued especially after the Taiping Rebellion

(1851-1864) when many books that had been banned were republished. According

to Feng Xu 馮煦, who had worked at Jinling shuju 金陵書局 (Jinling Book

Company), the distribution of banned books in the late Qing period proceeded
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through three main routes. The first route was through the inheritance of books

within a family. The second route was through the mutual influence among

colleagues and friends. The third route was by the advocacy of Han officials who

rose to power during the Taiping Movement, especially those who belonged to the

Xiang Army (湘軍) clique.

Local intellectuals in Xuzhou also collected and tried to republish the works of

Yan Ermei and Wan Shouqi 萬壽祺. In 1885, Feng Xu came to Xuzhou, and with the

support of Xuzhou prefectural magistrate Gui Zhongxing 桂中行, he took charge of

the compilation and publication of the Xuzhou shizheng 徐州詩徵 (Xuzhou Poetry

Anthology) and the Xuzhou er yimin ji 徐州二'民集 (Collected Works of Two

Xuzhou Adherents of the Ming Dynasty). The Collected Works of Yan Ermei, which

was republished at this time in the Xuzhou er yimin ji, was based on the

Baoweitang version. However, this version also abridged contents that did not

accord with Confucian ideals, as well as those passages that made reference to

slaughter by the Qing military. From the prefaces of the Xuzhou er yimin ji, the

main aim of this publication was to inspire intellectuals to imitate Yan and Wanʼs

loyalty by serving the declining Qing government without reservation. After the

Revolution of 1911, the Xuzhou er yimin ji was criticized, and a member of the

revolutionaries from Xuzhou published the Collected Works of Yan Ermei under the

title Yan Gugu quanji閻古古.集 based on the first unabridged edition of the text.

Therefore, the movement to republish banned books must clearly be viewed from

many angles as people with different standpoints interpreted the texts in very

different or even diametrically opposed ways.

A STUDY OF THOSE WHO SERVED AS SHOU GUAN守官

IN THE QIN PERIOD, BASED ON THE TRANSFER OF

OFFICIALS IN QIANLING COUNTY

AOKI Shunsuke

A Shou Guan appointment was a method allowing an official to hold more than one

post concurrently during the Qin and the Han periods. It has been pointed out that

Shu Guan might function as “trial”position before one was officially appointed or

had the character of an “acting” position prior to the filling of an official vacancy.

Furthermore, it has been made clear that in regard to the personnel who

served as Shou Guan a subordinate official could serve as Shou Guan for a superior
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